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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが実施する、局所組織の診断用測定を組織分析の保管データと相関させる
方法であって、
　関心領域における組織サンプルについての生体内測定を含む、前記局所組織の分析を、
診断装置を使用して実施する工程と、
 １つ以上の従前の局所組織分析に関連付けた局所組織診断用保管データと組織分析デー
タにアクセスする工程と、
 予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記１つ以上の局所組織の診断用測定と関
連付けた前記局所組織の診断用データと、前記１つ以上の従前の局所組織分析と関連付け
た前記局所組織診断用保管データとを比較する工程と、
 前記予め選択した類似性判定基準を満たす局所組織の診断用保管データを有する1つ以上
の類似する従前の局所組織分析を特定する工程と、
 前記１つ以上の類似する従前の局所組織分析と関連付けた組織分析データを提供する工
程と、を含む方法であって、
 ２つ以上の類似する従前の局所組織分析が特定され、
 予め選択されたランキング基準に従って類似する従前の局所組織分析に関連付けられる
組織分析データをランク付けする工程、をさらに含む方法。
【請求項２】
　前記局所組織分析は、病理データを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記従前の局所組織分析と関連付けた結果データにアクセスし、前記１つ以上の類似す
る従前の局所組織分析と関連付けた結果データを提供することをさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記結果データは、時間依存性医療処置データから得られる異常または障害に関連付け
た結果情報を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記従前の局所組織分析と関連付けた結果データにアクセスする工程、および前記ラン
キング基準は結果データに基づく工程、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上の類似する従前の局所組織分析に関連付けた前記組織分析データは、前記
従前の局所組織分析を行った医療施設によりランク付けされる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上の類似する従前の局所組織分析と関連付けた局所組織診断用保管データを
提供することををさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上の局所組織分析は、局所組織診断測定と関連付けられる、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記診断用測定を組織サンプルに対して生体内で行う、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記診断用測定に関連付けた光学様式は、光学撮像様式、ラマン分光、およびハイパー
スペクトル分析、からなるグループから選択される測定を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
 患者に関する追加情報を取得し、前記１つ以上の従前の局所組織分析に関連付けた複数
の患者に関連する対応追加情報にアクセスする工程と、前記予め選択した類似性判定基準
は、前記追加情報に関連付けた判定基準をさらに含むことと、をさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記追加情報は、個体群統計情報、遺伝子情報、既往歴情報を含むグループから選択さ
れる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記従前の局所組織分析の１つ以上は、患者に関連付けられる、請求項１に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記局所組織診断用保管データおよび組織分析データは、データベースから取得される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記データベースは、前記類似する従前の局所組織分析の１つ以上に関連付けた従前の
位置データをさらに含み、前記従前の位置データは、所定の方向を有する患者参照フレー
ムに空間的に位置合わせされ、
　前記患者の少なくとも一部位の医用画像を取得して前記医用画像をユーザーインターフ
ェースに表示し、
　関連付けた従前の位置データをもつ類似する従前の局所組織分析の各々に対して、前記
従前の位置データを前記医用画像に空間的に位置合わせし、
　前記類似する従前の局所組織分析に関連付けた参照マーカを表示することをさらに含む
、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　関連付けた従前の位置データをもつ少なくとも１つの従前の局所組織分析は、前記患者



(3) JP 6611612 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

に関連付けられる、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像誘導型医療処置に関する。また、本発明は、組織の切除と同定、および
／または、病理分析を含む医療処置に関する。
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年３月１５日に出願され、名称を「病態追跡のためのシステムおよ
び方法」とする、米国仮出願第６１／８０１，２８２号に対する優先権を主張し、その全
内容がここに参照として援用される。
　また、本出願は、２０１３年３月１５日に出願され、名称を「ハイパースペクトル撮像
装置」とする、米国仮出願第６１／８００，９１１号に対する優先権を主張し、その全内
容がここに参照として援用される。
　また、本出願は、２０１３年３月１５日に出願され、名称を「インサート撮像装置」と
する、米国仮出願第６１／８０１，７４６号に対する優先権を主張し、その全内容がここ
に参照として援用される。
　また、本出願は、２０１３年５月１日に出願され、名称を「インサート撮像装置」とす
る、米国仮出願第６１／８１８，２５５号に対する優先権を主張し、その全内容がここに
参照として援用される。
　また、本出願は、２０１３年３月１５日に出願され、名称を「低侵襲性治療の計画立案
、ナビゲーション、およびシミュレーションのためのシステムおよび方法」とする、米国
仮出願第６１／８００，１５５号に対する優先権を主張し、その全内容がここに参照とし
て援用される。
　また、本出願は、２０１４年１月８日に出願され、名称を「低侵襲性治療の計画立案、
ナビゲーション、およびシミュレーションのためのシステムおよび方法」とする、米国仮
出願第６１／９２４，９９３号に対する優先権を主張し、その全内容がここに参照として
援用される。
　また、本出願は、２０１３年３月１５日に出願され、名称を「処置中に用いる器具の時
間経過を記録するためのシステムおよび方法」とする、米国仮出願第６１／７９８，８６
７号に対する優先権を主張し、その全内容がここに参照として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像および画像誘導技術が知られている。これらの技術は、疾患の診断に始まり
、その疾患の経過観察、手術計画、処置中の指導、および処置終了後のフォローアップに
至る外科治療において、あるいは多角的治療方法の一環として、益々重要なものとなって
きている。
【０００３】
　多くの医療処置、例えば、腫瘍摘出外科手術等では、手術中に組織サンプルの切除や検
査を行う。今日、医療撮像と外科診断の分野では、組織サンプルを採取し、顕微鏡を用い
てその組織病理検査－この場合採取組織を染色することが多い－を行うことが、依然とし
て最も一般的な組織診断法である。この診断法では、手術室でサンプルを切除した後、そ
のサンプルは病理検査室へ運ばれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、この手法には問題点や課題がある。例えば、現在用いられている組織分析方法
では、正確に、また、痛みを伴わずに組織に到達することができず、生検処理中に腫瘍組
織が播種する結果を招く可能性がある。また、異質な腫瘍を確実に検査するためとはいえ
、生検を何度も行うことは概して実用的ではない。
【０００５】
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　組織サンプルは、処理中にラベル貼付過誤が起こることが多く、サンプルの取り違えや
、貼付ミスにより誤診断につながることがある。さらに、病理結果と画像結果が一致しな
いこともある。現行の作業フローでは、放射線科医に対するフィードバック体制が整って
いないことが多く、これが妨げとなって、放射線科医が自身の診断精度を向上させ、その
後の症例に活かすことが難しくなっている。また、これにより、生検と病理結果の間に不
要な遅延が生じ、患者に良好な結果をもたらす足枷となっている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、上記の課題を解決するために、局所組織の診断用測定を、従前の組織分析
で得た局所組織診断用保管データと相関させることで、診断用測定を、類似する局所組織
の診断用データを有する従前の組織分析による組織分析データで補完する、各システムと
方法が提供される。組織分析データには、病理データ、結果データ、診断用データ等の情
報が含まれる。局所組織診断用保管データと組織分析データはデータベースに保存され、
医療処置における術前、術中、および／または、術後の各段階を含む、多種多様な方法に
用いられる。また、本発明では、ユーザーインターフェースに表示される医用画像に、組
織分析に関連付けたハイパーリンク化参照マーカを表示する方法とシステムが提供される
。この方法とシステムでは、上記参照マーカは局所組織分析に対応する位置に表示され、
関連付けた診断用データと組織分析の両方または一方を、所定の参照マーカを選択するこ
とで閲覧できる。
【０００７】
　これにより、一態様では、局所組織の診断用測定を組織分析の保管データと相関させる
コンピュータ実装方法が提供される。本方法では、患者に対して行う１つ以上の局所組織
の診断用測定と関連付けた局所組織の診断用データを取得し、１つ以上の従前の局所組織
分析に関連付けた局所組織診断用保管データと組織分析データにアクセスし、予め選択し
た類似性判定基準にしたがって、前記１つ以上の局所組織の診断用測定と関連付けた前記
局所組織の診断用データと、前記１つ以上の従前の局所組織分析と関連付けた前記局所組
織診断用保管データを比較し、前記予め選択した類似性判定基準を満たす局所組織の診断
用保管データを有する１つ以上の類似する従前の局所組織分析を特定し、前記１つ以上の
類似する従前の局所組織分析と関連付けた組織分析データを提供する。
【０００８】
　別の態様では、局所組織の診断用測定を組織分析の保管データと相関させるためのシス
テムが提供される。本システムは、１つ以上のプロセッサと、前記１つ以上のプロセッサ
に接続され、各指示を保存するメモリとを有する制御処理システムを備え、前記指示が前
記１つ以上のプロセッサにより実行されると、患者に対して行う１つ以上の局所組織の診
断用測定と関連付けた局所組織の診断用データを取得し、１つ以上の従前の局所組織分析
に関連付けた局所組織診断用保管データと組織分析データにアクセスし、予め選択した類
似性判定基準にしたがって、前記１つ以上の局所組織の診断用測定と関連付けた前記局所
組織の診断用データと、前記１つ以上の従前の局所組織分析と関連付けた前記局所組織診
断用保管データを比較し、前記予め選択した類似性判定基準を満たす局所組織の診断用保
管データを有する１つ以上の類似する従前の局所組織分析を特定し、前記１つ以上の類似
する従前の局所組織分析と関連付けた組織分析データを提供する各処理を含む動作を、前
記１つ以上のプロセッサに行わせるよう構成される。
【０００９】
　別の態様では、組織分析情報をユーザーインターフェースに表示するコンピュータ実装
方法が提供される。本方法では、患者の少なくとも一部位の医用画像を取得して前記医用
画像を前記ユーザーインターフェースに表示し、前記患者に対して行う１つ以上の局所組
織分析に対応する局所組織情報を取得し、各局所組織分析に対応する位置を特定する位置
データであって、前記医用画像に空間的に位置合わせされる位置データを取得し、各々が
前記局所組織分析の１つと関連付けられた１つ以上の参照マーカを、該関連付けた局所組
織分析を行った位置で前記医用画像に表示し、被選択局所組織分析と関連付けた被選択参
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照マーカを特定した操作者による入力を受け付けることで被選択局所組織情報を特定し、
前記被選択局所組織分析と関連付けた前記被選択局所組織情報の少なくとも一部を提示す
る。
【００１０】
　別の態様では、組織分析情報をユーザーインターフェースに表示するシステムが提供さ
れる。本システムは表示装置にインターフェース接続され、１つ以上のプロセッサと、前
記１つ以上のプロセッサに接続され、各指示を保存するメモリとを有する制御処理システ
ムを備え、前記指示が前記１つ以上のプロセッサにより実行されると、患者の少なくとも
一部位の医用画像を取得して前記ユーザーインターフェースに前記医用画像を表示し、前
記患者に対して行う１つ以上の局所組織分析と対応する局所組織情報を取得し、各局所組
織分析に対応する位置を特定する位置データであって、前記医用画像に空間的に位置合わ
せされる位置データを取得し、各々が前記局所組織分析の１つと関連付けられた１つ以上
の参照マーカを、該関連付けた局所組織分析を行った位置で前記医用画像に表示し、１つ
の被選択局所組織分析と関連付けた１つの被選択参照マーカを特定した操作者による入力
を受け付けることで被選択局所組織情報を特定し、前記被選択局所組織分析と関連付けた
前記被選択局所組織情報の少なくとも一部を提示する各処理を含む動作を、前記１つ以上
のプロセッサに行わせるよう構成される。
【００１１】
　別の態様では、術前の組織分析データを、１つ以上の従前の医療処置による組織分析の
保管データと相関させるコンピュータ実装方法が提供される。本方法では、患者と関連付
けた術前の組織分析データを取得し、１つ以上の従前の医療処置と関連付けた組織分析の
保管データにアクセスし、前記１つ以上の従前の医療処置中に記録した時間依存性医療処
置データにアクセスし、予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記術前の組織分析
データと、前記１つ以上の従前の医療処置に関連付けた前記組織分析の保管データを比較
し、前記予め選択した類似性判定基準を満たす組織分析の保管データを有する１つ以上の
類似する従前の医療処置を特定し、前記１つ以上の類似する従前の医療処置に関連付けた
前記時間依存性医療処置データを処理することで、前記医療処置の少なくとも一部を再生
する。
【００１２】
　別の態様では、術前の組織分析データを、１つ以上の従前の医療処置による組織分析の
保管データと相関させるシステムが提供される。本システムは、１つ以上のプロセッサと
、前記１つ以上のプロセッサに接続され、各指示を保存するメモリとを有する制御処理シ
ステムを備え、前記指示が前記１つ以上のプロセッサにより実行されると、患者と関連付
けた術前の組織分析データを取得し、１つ以上の従前の医療処置と関連付けた組織分析の
保管データにアクセスし、前記１つ以上の従前の医療処置中に記録した時間依存性医療処
置データにアクセスし、予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記術前の組織分析
データと、前記１つ以上の従前の医療処置に関連付けた前記組織分析の保管データを比較
し、前記予め選択した類似性判定基準を満たす組織分析の保管データを有する１つ以上の
類似する従前の医療処置を特定し、前記１つ以上の類似する従前の医療処置に関連付けた
前記時間依存性医療処置データを処理することで、前記医療処置の少なくとも一部を再生
する各処理を含む動作を、前記１つ以上のプロセッサに行わせるよう構成される。
【００１３】
　別の態様では、１つ以上の従前の医療処置による手術計画の保管データに基づいて、手
術計画の１つ以上のステップを提案するコンピュータ実装方法が提供される。本方法では
、患者に関連付けた組織分析データを取得し、１つ以上の従前の医療処置に関連付けた組
織分析の保管データにアクセスし、前記１つ以上の従前の医療処置に関連付けた手術計画
データにアクセスし、予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記１つ以上の従前の
医療処置に関連付けた前記組織分析の保管データと前記組織同定データを比較し、前記予
め選択した類似性判定基準を満たす組織分析の保管データを有する１つ以上の類似する従
前の医療処置を特定し、前記１つ以上の類似の従前の医療処置に関連付けた前記手術計画
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データを処理することで提案手術計画の１つ以上のステップを作成し、前記提案手術計画
の１つ以上のステップを通知する。
【００１４】
　別の態様では、１つ以上の従前の医療処置による手術計画の保管データに基づいて、手
術計画の１つ以上のステップを提案するシステムが提供される。本システムは、１つ以上
のプロセッサと、前記１つ以上のプロセッサに接続され、各指示を保存するメモリを有す
る制御処理システムを備え、前記指示が前記１つ以上のプロセッサにより実行されると、
患者に関連付けた組織分析データを取得し、１つ以上の従前の医療処置に関連付けた組織
分析の保管データにアクセスし、前記１つ以上の従前の医療処置に関連付けた手術計画デ
ータにアクセスし、予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記１つ以上の従前の医
療処置に関連付けた前記組織分析の保管データと前記組織同定データを比較し、前記予め
選択した類似性判定基準を満たす組織分析の保管データを有する１つ以上の類似する従前
の医療処置を特定し、前記１つ以上の類似の従前の医療処置に関連付けた前記手術計画デ
ータを処理して、提案手術計画の１つ以上のステップを作成し、前記提案手術計画の１つ
以上のステップを通知する各処理を含む動作を、前記１つ以上のプロセッサに行わせるよ
う構成される。
【００１５】
　別の態様では、術前の手術計画を、１つ以上の従前の医療処置による手術計画の保管デ
ータと相関させるコンピュータ実装方法が提供される。本方法では、患者に行う医療処置
に関連付けた術前の手術計画データを取得し、１つ以上の従前の医療処置に関連付けた結
果データにアクセスし、前記１つ以上の従前の医療処置中に用いた手術計画の保管データ
にアクセスし、予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記術前の手術計画データと
、前記１つ以上の従前の医療処置に関連付けた前記手術計画の保管データを比較し、前記
予め選択した類似性判定基準を満たす手術計画の保管データを有する１つ以上の類似する
従前の医療処置を特定し、前記１つ以上の類似する従前の医療処置に関連付けた結果デー
タを提供する。
【００１６】
　別の態様では、術前の手術計画を、１つ以上の従前の医療処置による手術計画の保管デ
ータと相関させるシステムが提供される。本システムは、１つ以上のプロセッサと、前記
１つ以上のプロセッサに接続され、各指示を保存するメモリとを有する制御処理システム
を備え、前記指示が前記１つ以上のプロセッサにより実行されると、患者に対して行う医
療処置に関連付けた術前の手術計画データを取得し、１つ以上の従前の医療処置に関連付
けた結果データにアクセスし、前記１つ以上の従前の医療処置中に用いた手術計画の保管
データにアクセスし、予め選択した類似性判定基準にしたがって、前記術前の手術計画デ
ータと、前記１つ以上の従前の医療処置に関連付けた前記手術計画の保管データを比較し
、前記予め選択した類似性判定基準を満たす手術計画の保管データを有する１つ以上の類
似する従前の医療処置を特定し、前記１つ以上の類似する従前の医療処置に関連付けた結
果データを提供する各処理を含む動作を、前記１つ以上のプロセッサに行わせるよう構成
される。
【００１７】
　また、患者に組織切除処置を行いながら組織分析を行う方法が提供される。この方法で
は、組織切除処置中に、空間追跡局所組織分析装置を用いて、複数の局所組織分析の内、
異なる局所組織分析が前記組織切除処置中に露出した異なる組織位置に対応するように、
前記複数の局所組織分析を行い、前記空間追跡局所組織分析装置に関連付けた追跡データ
を用いて、各局所組織分析に対応する前記位置データを前記患者の医用画像に空間的に位
置合わせした参照フレームにおいて特定し、各局所組織分析による局所組織の診断用デー
タをその対応する位置データに関連付けて記録し、前記局所組織の診断用データを前記位
置データと相関させることで、前記切除組織の空間プロフィールを構築する。
【００１８】
　別の態様では、患者に組織切除処置を行いながら術中組織分析を行う方法が提供される
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。本方法では、組織切除処置中に、腫瘍の生検サンプルに局所的生体外診断用測定を行う
ことで、腫瘍組織と関連付けた参照測定を取得し、後続する組織切除中に、露出組織に局
所的生体内診断用測定を断続的に行い、前記参照測定を各生体内測定と比較することで、
前記露出組織に腫瘍組織が存在するか否かを判定する。
【００１９】
　本発明の機能的かつ有用な各態様は、以下の詳細な説明と図面によってさらに理解が深
まるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　添付図面を参照して、例示としての各実施形態を以下に説明する。
【図１】低侵襲性アクセスポート型外科手術を支援するナビゲーションシステムの一例を
示す図である。
【図２】画像誘導ポート型医療処置を行うためのシステムの各構成部を示す図である。
【図３】アクセスポートが挿入され、脳内の組織にアクセスするための開放導管が設けら
れたヒトの脳を示す図である。
【図４Ａ】ナビゲーションシステムを用いたポート型外科処置で行う処理ステップを示す
フローチャートである。
【図４Ｂ】患者を術中参照フレームへ位置合わせする処理ステップを示すフローチャート
である。
【図５】本開示の各種方法を実現するためのコンピュータ制御システムの実装例を示す図
である。
【図６Ａ】腫瘍が存在する脳の軸方向図である。
【図６Ｂ】組織分析対応位置に参照マーカが表示される領域画像のユーザーインターフェ
ースの一例を示すである。
【図６Ｃ】組織分析対応位置に参照マーカが表示される領域画像のユーザーインターフェ
ースの一例を示すである。
【図６Ｄ】組織分析対応位置に参照マーカが表示される領域画像のユーザーインターフェ
ースの一例を示すである。
【図７】位置別ハイパーリンク化組織分析情報をユーザーインターフェースに表示する方
法の一例を示す図である。
【図８Ａ】組織分析データベースを検索することで特定される組織分析情報のユーザーイ
ンターフェースへの選択的表示を示す図である。
【図８Ｂ】組織分析データベースを検索することで特定される組織分析情報のユーザーイ
ンターフェースへの選択的表示を示す図である。
【図９】患者治療の４つの側面を含む一実施形態を示す図である。
【図１０】組織分析データベースに保存した局所組織診断用保管データと局所診断用デー
タとの間の類似性分析を行うことで、類似する従前の組織分析を特定する方法の一例を示
すフローチャートである。
【図１１】医療処置中に用いる好適な診断様式を選択する方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図１２】分光測定に基づく異なる組織領域間の類似性を判定する方法の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】提案医療処置に類似する手術計画を有する従前の医療処置に関連付けた結果デ
ータを取得する方法の一例を示すフローチャートである。
【図１４Ａ】保管データセットの検索に採用可能な検索アルゴリズムを例示する図である
。
【図１４Ｂ】保管データセットの検索に採用可能な検索アルゴリズムを例示する図である
。
【図１５】領域画像、ポイント画像、病理データを、１人の患者における画像と病理結果
のリンク付け、および複数の患者間におけるリンク付けに具体的に利用する一実施形態を
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示す図である。
【図１６】術前の画像、病態、点源画像データを、治療と手術計画に向けた方針決定促進
に具体的に利用する一実施形態を示す図である。
【図１７】術前の画像を、組織の差別化および治療に向けた方針決定促進に具体的に利用
する一実施形態を示す図である。
【図１８Ａ】アクセスポートを介して観察した組織を示す図である。
【図１８Ｂ】アクセスポートを介して観察した組織を示す図である。
【図１８Ｃ】アクセスポートを介して組織の島を調べるプローブを示す図である。
【図１９】多数の組織メトリクスを、どのように着目組織の特徴付けに利用するかを示す
図である。
【図２０】術後の画像を予想結果に具体的に利用する一実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の多種多様な実施形態および態様について、以下に詳細に説明する。下記の説明
および図面は本開示内容の例示であり、本発明を限定すると解釈されるべきではない。数
々の詳細な説明は、本発明の各実施形態への理解を助長するためのものである。一部の例
示では、周知または従来の技術内容は省略し、本発明の実施形態を簡潔に論じている。
【００２２】
　本明細書に記載する「備える」「含む」「有する」といった表現は、包括的であり、何
ら制限を加えるものではなく、また排他的な表現として用いていない。詳しくは、本明細
書および請求項で用いられる「備える」「含む」「有する」およびこれらの変化形は、そ
こで特定した特徴、ステップ、または構成要素を包含することを意味する。これらの表現
は、それ以外の特徴、ステップ、または構成要素を排除すると解釈されるべきではない。
【００２３】
　本明細書に記載する「一例」「例示」「例えば」「等」といった表現は、本明細書に記
載した他の構成よりも好ましい、または、有用であると解釈されるべきではない。
【００２４】
　本明細書に記載する「約」」「略」「ほぼ」といった表現は、例えば、特性、パラメー
タ、寸法等における当該数値範囲の上限および下限内の数値を含む。一例では、「約」」
「略」「ほぼ」といった表現は、１０％以下のプラス・マイナスを意味するが、これに限
定されない。
【００２５】
　別途指摘しない限り、本明細書に記載する技術用語および科学用語はすべて、当業者が
通常理解する意味で用いている。例えば、文脈内で別途指摘しない限り、本明細書に記載
する以下の用語は、以下に説明する意味で用いている。
【００２６】
　本明細書に記載する「医療器材」は、医療処置中に用いる器具、部材、または他の器具
を指す。医療器材は様々な形態で用いられ、例えば、手持ち型器具またはロボット操作で
配置する器具、外科手術または医療処置中に患者に取り付ける、または、挿入する部品で
あるが、これらに限定されない。医療器材は、例えば、メス、両極式装置、吸引装置、切
除・切開装置、固定装置、アクセスポート、鉗子であるが、これらに限定されない。
【００２７】
　本明細書に記載する「操作者」はユーザ、医師、外科医、撮像技術者、または、医療器
材、装置、機器の操作に関わる個人または一群の個人を指す。
【００２８】
　本明細書に記載する「追跡システム」は、例えば、被施術者および／または外科器具の
位置等、１つ（１人）以上の患者の位置および／または方向を追跡するよう構成されるシ
ステムを指す。いくつかの実施形態では、追跡システムは、撮像装置（光学カメラ等）の
位置および／または方向を追跡するよう構成される。また、追跡システムは、アクセスポ
イントや１つ（１人）以上の患者に取り付けるまたは挿入する部品の位置および／または
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方向を追跡するよう構成してもよい。一例では、追跡システムは、１対の赤外線カメラを
用いて、１つ（１人）以上の患者に取り付けるまたは挿入するＮＤＩ社（Ｎｏｒｔｈｅｒ
ｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｃ．）のＰｏｌａｒｉｓ（登録商標）Ｓｙｓｔｅｍ等のアクテ
ィブまたはパッシブ赤外線球状体（基準点）の位置と方向を追跡してもよい。
【００２９】
　本明細書に記載する「ナビゲーションシステム」は、術前の画像データを処理し、術中
の参照フレームに空間的に位置合わせし、上記術前画像データに対する１つ以上の追跡項
目の位置と方向を表示するシステムを指す。上記項目を追跡するため、ナビゲーションシ
ステムは追跡システムにインターフェース接続されてもよく、または、追跡システムを備
えてもよい。いくつかの実装例では、ナビゲーションシステムと関連付けたハードウェア
に、コンピュータシステムと、表示器と、追跡システムとを設けてもよい。
【００３０】
　本明細書に記載する「医療処置の段階」は、ある医療処置の内の所定の一のステップ、
または、一連のステップを指す。別の例では、医療処置の段階は、医療処置内の所定の一
のステップ、または、一連のステップに特定される必要はなく、医療処置内の所定の一の
ステップ中の特定の器具または器具セットの使用に関する場合もある。
【００３１】
　本明細書に記載する「術中」は、医療処置の少なくとも一部において発生する、または
実行される行為、処理、方法、事象、または、ステップを指す。本明細書での「術中」の
定義は、外科処置に限定されず、診断や治療上の処置等、外科処置以外の医療処置を指す
場合もある。
【００３２】
　本明細書に記載する「アクセスポート」は、体内組織、臓器、または他の生体成分にア
クセスするために患者に挿管するカニューレ、導管、シース、ポート、チューブ、または
他の構造物を指す。いくつかの実施形態では、アクセスポートは体内組織を、例えば、そ
の遠位端の開口および／または全長の中間位置の開口を介して直接露出させる。他の実施
形態では、アクセスポートによって、１つ以上の透明または一部透明な表面を介して１つ
以上のエネルギー体または放射体に間接的にアクセスさせる。エネルギー体や放射体は、
例えば、電磁波や音波等であるが、これらに限定されない。
【００３３】
　本明細書に記載する「局所組織分析」は、治療処置中、または、随意に治療処置後の組
織の局所分析のために行う行為または上記局所分析に伴う事象を指す。一例において、局
所組織分析では、治療処置中に生検サンプルを採取し、術中または術後に上記生検サンプ
ルを分析する。別の例において、局所組織分析では、局所領域（例えば、医用画像に関連
付けた領域のサブセット、または、患者の体内組織領域のサブセット）の診断用測定を伴
い得る。診断用測定を含む局所組織分析は、当然のことながら、１つ以上の部位または点
測定（随意に、複数の局所部位または点測定を組み合わせて画像を構成する）、または局
所組織領域の画像を得るために行い得る。
【００３４】
　本明細書に記載する「組織分析データ」は、局所組織分析を行った後得られるデータを
指す。例えば、術後分析を伴う生検として局所組織分析を行う場合、組織分析データは、
生検サンプルの分析の際に得られる測定（例えば、細胞の形態、細胞の種類、顕微画像等
）であり得る。局所組織分析を、局所診断用画像を得るために行う場合、組織分析データ
には、局所画像データが含まれ得る。局所診断用画像は、例えば、白色光画像、ハイパー
スペクトル画像、偏光感受性画像、光コヒーレンス断層画像、超音波画像、磁気共鳴画像
等の診断用画像であるが、これらに限定されない。また、別の例では、局所組織分析を着
目領域内の部位または点測定の取得に用いる場合、上記局所組織分析データはラマンスペ
クトルまたは光学スペクトル等のスペクトルであり得るが、これらに限定されない。
【００３５】
　本明細書に記載する「局所」は、診断用測定に関連して用いる場合、着目領域の組織ま
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たはこの組織の近傍で取得した診断用測定を指す。例えば、局所の診断用測定は、ラマン
プローブ等の局所診断に用いる非画像装置、または、エキソスコープや磁気共鳴画像プロ
ーブ等の局所診断画像装置を用いて行う。局所の診断用測定には位置が関連付けられてお
り、この位置は、患者の領域画像または全体画像に表示される。また、診断用画像に関連
して用いる「領域（の）」は、着目組織領域と周囲の組織構造の両方を含む画像を指す。
【００３６】
　本明細書に記載する「診断用データ」は、例えば、腫瘍の種類または病期等、病状の診
断に関連付けたデータまたは情報を指す。診断用データは、病理データに基に作成される
、または、病理データを含むものである。
【００３７】
　本明細書に記載する「病理データ」は、組織サンプルの病理検査に関連付けた情報を指
し、病理データには病理報告が含まれ得る。別の例では、病理データは、腫瘍の種類、腫
瘍の病期、腫瘍の大きさ、および腫瘍細胞情報等、局所組織分析から特定される１つ以上
の病理上の組織種に関連付けた情報を指すが、上記情報はこれらに限定されない。
【００３８】
　本明細書に記載する「患者」は、ヒトまたはヒト以外の患者、または、患者を指す。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態では、画像と組織分析の統合を行う方法およびシステムが
開示される。いくつかの実施形態では、領域画像および局所画像、組織生検または局所分
析を組み合わせ、医療処置中または医療処置後の方針決定や治療の選択を通知し得る。以
下に説明するいくつかの実施形態では、例えば、類似する局所組織分析データ、類似する
病理データおよび／または類似する手術計画を有する従前の医療処置に基づいて、術前お
よび術後の計画を統合かつ更新するためのシステムおよび方法が提供される。
【００４０】
　以下に説明するいくつかの実施形態では、局所組織分析（例えば、生検または生体内測
定）に関連付けた３次元位置（各患者間または患者内）を、術前または術後の画像および
／または従前の結果（例えば、患者の結果および／または経済的結果）等の従前の組織分
析に関連付けた情報、保管した組織分析および／または病理データ（患者情報を有する電
子データベースに保存可能）に関連付けるシステムおよび方法が提供される。さらに、い
くつかの実施形態では、以前の医療処置中に記録した情報を用いて、医療処置の実行や計
画に役立てることができる。
【００４１】
　本発明における各例および図示の多くが、脳腫瘍の切除等の処置を含む、低侵襲性神経
系治療に関するものであるが、本発明の範囲は、以下に詳述するように、広範囲に渡る様
々な医療処置を包含し、また、それら医療処置に適用することを意図していることは言う
までもない。
（画像誘導医療処置を行うための低侵襲性システムの一例）
【００４２】
　図１と図２は、本発明の各種実施形態を実現するための自動化システムの一例を示す図
である。このシステムは、アクセスポートを介したコンピュータ支援型低侵襲性の神経外
科処置に関するシステムであるが、これに限定されない。図１は、低侵襲性アクセスポー
ト型外科処置を示す斜視図である。執刀医１０１は、患者１０２に対して、手術室（ＯＲ
）内で低侵襲性アクセスポート型外科手術を行う。機器タワー、カメラ、表示器、及び追
跡各器材を備える自動化システムは、医療処置中、執刀医１０１を支援する。１人以上の
操作者１０３も手術に立ち会い、該システムの１つ以上の局面に対して、操作、制御、支
援を行う。
【００４３】
　図２は、アクセスポートを用いて医療処置を支援する自動化システムの各構成部位を例
示する。このシステムは、１つ以上の画像装置（例えば、体積測定型、全臓器型、領域型
、ポイント型、ツール使用型）、外科手順指導装置、ソフトウェアシステム、データベー
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ス、組織検体取扱い装置、追跡患者の医療器材（例えば、外科器具）を備える、統合型シ
ステムである。以下の各実施形態で説明するように、このシステムは、患者上または患者
内の３次元位置を病理サンプル、従前または術後画像（体積測定、領域、ポイント、ツー
ル使用）、患者の結果と経済的結果、および、患者情報の電子データベースと相関させる
よう構成可能である。
【００４４】
　この自動化システムは、光ビデオスコープ１１０（とその照明）を支援する自動ロボッ
トアーム１０５と、光ビデオスコープ１１０からのビデオ画像を表示する映像表示器１１
５と、ナビゲーション用ユーザーインターフェースを提供するナビゲーション表示器１１
６と、手術野における各種医療器材を追跡する追跡装置１２０と、各種装置（ロボットア
ーム１０５等）を制御し、外科手術ナビゲーションを提供する制御処理部４００とを、備
える。第２の表示器を設けて、追跡装置１２０の出力を表示してもよい。この場合の出力
は、多角的表示の一部として、軸方向の矢状および冠状断像で表示してもよい。
【００４５】
　本実施形態の図示では、制御処理部４００を単一タワー構成の機器タワーに収容し、２
台の表示器１１５と１１６に接続しているが、当然のことながら他の構成も採用可能であ
る（例えば、２台のタワーおよび／または１つの表示器で構成する）。さらに機器タワー
は、通常のＡＣアダプタ電源に加えて、ユニバーサル電源（ＵＰＳ：ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　ｐｏｗｅｒ　ｓｕｐｐｌｙ）も設けられ、通常のＡＣアダプタによる電源供給に加えて
、緊急時の電源供給に対応するよう構成してもよい。
【００４６】
　以下に詳述するように、いくつかの実施形態では、制御処理部４００は、医療処置の１
つ以上の局面をリアルタイムに記録する１つ以上の記録装置またはソフトウェアモジュー
ルを備える、または、これらとインターフェース接続されてもよい。例えば、本システム
を、異種源からの各種入力、例えば、１つ以上の音声、映像、知覚、多様式（例えば、Ｃ
Ｔ、ＭＲ、ＵＳ等）データを取得するよう構成されてもよい。関連データはすべて、１つ
以上の記録装置（例えば、機器タワーに収容した記録装置）で受信され、記録モジュール
によってメモリに保存されてもよい。医療処置の１つ以上の局面が、処置が開始した時点
から自動的に記録されてもよい。または、これらデータは操作者と管理者の両者または一
方によって制御されてもよい。他の実施形態では、処置は自動的に記録され得るが（デフ
ォルト）、医療処置中、または、医療処置が完了した後、記録を上書きまたは削除する選
択肢もあり得る。
【００４７】
　図２を参照して、患者の頭部は、頭部ホルダー１２５で所定位置に保持され、アクセス
ポート１３０と導入器１２５（基準点マーカが取り付けられている）をこの頭部に挿入す
る。図示では、導入器１３５をアクセスポート１３０内で受け、追跡システム１２０を用
いて追跡する。また、アクセスポート１３０を保持するための案内クランプ１３３が設け
られてもよい。案内クランプ１３３は、患者からアクセスポートを除去する必要なく、ア
クセスポート１３０に対して随意に取付け・取り外しが可能である。いくつかの実施形態
では、アクセスポート１３０は、閉位置にある間はクランプ１３３内を上下に摺動可能で
ある。固定機構を案内クランプ１３３に取り付けるか一体形成してもよく、こうすれば、
以下に説明するように、片手で随意に作動可能である。
【００４８】
　関節アーム１３４に取付けポイントを設けて、案内クランプ１３３を保持し得る。関節
アーム１３４は６段階の自由度に構成され、これにより案内クランプ１３３の位置決めを
行い得る。関節アーム１３４は、患者の頭部ホルダー１２５または他の好適な支持部材に
基づくポイントに取り付けられる、または、取付け可能である。これにより、所定位置に
固定されると、案内クランプ１３３は頭部に対する相対移動が不可能となる。案内クラン
プ１３３と関節アーム１３４との間のインターフェースは可撓性をもたせるか、随意に固
定されてもよい。アクセスポートが脳内の各位置を移動可能およびさらに固定点回りに回
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転可能とするために、可撓性を付与することが望ましい。
【００４９】
　この機能を実現可能な連係部材の一例は、細長い棒状である。アクセスポート１３０が
様々な位置に動くと、この棒状部材は、生じる屈曲に抗して、アクセスポート１３０を中
央位置に戻す。さらに、任意のカラーを、装着した連係部材が剛直となるように、関節ア
ームとアクセスポート案内部との間で連係部材に取り付けてもよい。従来、アクセスポー
ト１３０をこのように位置決め可能な機構は存在しない。
【００５０】
　患者の位置は最初に特定してもよく、または、追跡システム１２０によって、手術中に
継続して追跡してもよい。またはこの両方を行ってもよい。着目する組織や体内構造に関
連する術前画像セットを、外科手術前に取得してもよい。これらの画像は、例えば、表面
マッチング、既知の各タッチポイントセット（例えば、鼻先、側頭部、耳）、および／ま
たは患者と関連画像で特定可能な基準点マーキングを介して、手術中に患者に対して位置
合わせされる。これらのポイントや表面は、所定の位置合わせ処理により、追跡座標フレ
ームに位置合わせされる。一旦位置合わせされると、医療器材と患者の関連画像はリアル
タイムに追跡可能であり、コンピュータのモニタに種々の形態で表示される。
【００５１】
　図２に示す自動化システムは、アクセスポートを用いて頭部内に導管を導入することで
、外科処置、治療、診断を目的として脳内組織へのアクセスを可能とする、低侵襲性脳外
科手術に適用するよう構成されている。この図には、腫瘍等の体内組織の病態にアクセス
するために、神経系処置に採用可能な頭蓋内アクセスポートが示されている。頭蓋内アク
セスポートの一例は、ＮＩＣＯ社の外科用アクセスポート、ＢｒａｉｎＰａｔｈ（商標）
である。この製品は、閉塞具（導入器）を介して、非外傷性チップを用いて脳内に挿入さ
れる。こうしたアクセスポートは外科処置中に使用可能であり、アクセスポートを、アク
セスポートに受けた閉塞具を介して挿入して、体内の外科処置患者部位にアクセスする。
【００５２】
　図３は、アクセスポートの使用を示す図であり、アクセスポート１３０が挿入され、脳
内深部の組織にアクセス可能とする開放性導管を設けたヒトの脳１４０を示している。外
科用器材をアクセスポートの内腔内に挿入し、必要に応じて、腫瘍切除等の外科、診断、
または治療処置を行い得る。これにより、執刀医または自動外科システムは腫瘍切除を伴
う外科処置を行うことが可能になる。また、この処置では、術後の残存腫瘍を最小限度に
抑え、脳内の正常な灰白質や白質に対する外傷も最小限に抑えられる。この種の処置では
、例えば、アクセスポートとの接触、脳内物質へのストレス、意図しない外科器具による
衝撃、および／または、健全な組織の切除といった外傷を引き起こすことがある。例えば
、アクセスポートによる処置は、ヒトの体内へアクセスする際、アクセスポートや小開孔
の使用が有効なすべての体内組織領域、例えば、脊椎、膝、その他の部位への外科介入に
も用いることができるが、これらに限られない。
【００５３】
　図２を参照して、アクセスポート１３０を脳内へ導入するために、非外傷性チップを備
える導入器１３５をアクセスポート内に位置決め、アクセス部の頭部への配置に用いる。
上述したように、導入器１３５（またはアクセスポート１３０）は、追跡用基準点を有し
、これらの基準点はパッシブまたはアクティブな基準点であり得る。例を挙げると、光学
カメラを介したパッシブ赤外線探知用反射球状体や、電磁波追跡システムの場合はピック
アップコイル等である。これらの基準点は追跡システム１２０によって検出され、その各
位置は追跡ソフトウェア（追跡システム１２０に収容または制御処理部４００内に収容さ
れ得る）によって推定される。
【００５４】
　アクセスポート１３０が一旦脳内に挿入されると、導入器１３５は取り外され、アクセ
スポート１３０の中央開口を介して組織へのアクセスが可能になる。しかし、導入器１３
５を取り外すと、アクセスポート１３０をリアルタイムに直接追跡することはできなくな
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る（基準点マーカが取り付けられていないアクセスポート１３０を示す図２の例）。アク
セスポート１３０の位置と方向は、追跡システム１２０によって検出可能な基準点を有す
るポインターによって、間接的かつ断続的に追跡可能である。
【００５５】
　図１および図２で説明したシステムは神経外科処置に関するが、本明細書に開示するシ
ステムおよび方法は、当然のことながら、神経外科処置やポート使用型処置に限定される
ものではなく、広範囲に渡る様々な医療処置に利用可能である。例を挙げると、整形外科
、外傷、胃部、心臓、婦人科疾患、腹部、耳鼻科（または、ＥＮＴ－耳、鼻、喉の状態）
、脊椎、胸部、口腔、顎顔面、泌尿器、歯科、他の外科、診断、治療に向けた医療処置が
含まれる。さらに、本明細書に開示する実施形態の多くでは、外部ビデオスコープ等によ
る外部画像を用いているが、内視鏡やカテーテルによる撮像装置等の様々な内部画像装置
を、これらに加えて、または、これらの代わりに使用可能であることは言うまでもない。
さらに、本発明の実施形態は、遠隔システムまたは共用制御システムを用いる処置にも採
用・構成可能である。
【００５６】
　以下に説明する実施形態の多くでは、追跡患者の各医療器材は、基準点マーカ（例えば
、反射球状体や装置上の少なくとも３点からのアクティブＬＥＤ照明等のパッシブまたは
アクティブ基準点マーカ）が取り付けられており、これにより、器材の位置と方向を特定
することができる。一実装例では、基準点マーカを用いて、医療器材上の基準位置（中心
点等）および医療器材の軸（器具の縦軸等）を特定してもよい。
（アクセスポート型医療処置の実行方法の各例）
【００５７】
　図４Ａは、ナビゲーションシステムを用いるポート型外科処置の一例における処理行程
を示すフローチャートである。第１のステップでは、ポート型手術計画をインポートする
（ステップ３０２）。手術計画を作成および選択する処理については、米国仮出願第６１
／８００，１５５号と第６１／９２４，９９３号に対する優先権を主張する、米国特許出
願に基づく米国特許公開公報に開示された「低侵襲性治療の計画立案、ナビゲーション、
およびシミュレーションのためのシステムおよび方法」に詳細に説明されており、これら
米国仮出願の全内容がここに参照として援用される。
【００５８】
　上記文献に開示されているように、手術計画の一例には、入力内容（例えば、脳溝進入
ポイント、目標位置、外科療結果の判定基準、追加３次元画像データ情報）に重畳した術
前３次元画像データ（例えば、ＭＲＩ、超音波等）が含まれ、提起した外科経路に対する
計算スコアに基づいて１つ以上の軌跡経路を表示する。本実施形態は、単に計画の一例を
示すのみであり、本発明の範囲から逸脱することなく、これ以外の手術計画および／また
は外科方法を採用可能である。
【００５９】
　ステップ３０２において、計画がナビゲーションシステムにインポートされると、患者
は、頭部または体躯保持機構を用いて所定位置に固定される。ステップ３０４に示すよう
に、頭部の位置は、ナビゲーションソフトウェアを用いて、患者計画により確認する。
【００６０】
　ステップ３０６において、患者の位置合わせを開始する。この「位置合わせ」または「
画像位置合わせ」とは、データの複数セットを共通の座標システムに変換する処理を指す
。位置合わせデータは、多数の画像、各センサからのデータ、時間、深さ、または、視点
の形態で提供される。本発明では、位置合わせ処理は、異なる撮像様式からの画像が同時
に位置合わせされる医用画像の撮像を目的として行われる。
【００６１】
　数多くの利用可能な位置合わせ技術があり、これらの１つ以上を本発明の実施形態によ
り用いることができる。位置合わせ方法には、相関メトリクスを介して画像内の強度パタ
ーンを比較する強度型方法や、ポイント、線、輪郭等、画像の特徴間の対応を見出す特徴
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型方法が含まれるが、これらに限定されない。また、画像位置合わせアルゴリズムもまた
、目標画像スペースを参照画像スペースに関連付けるために使用する変換モデルにしたが
って類別される。また、別の類別としては、単一様式法と多様式法がある。単一様式法は
、主に、同じ型のスキャナ／センサで得た同じ様式の画像を位置合わせし、例えば、一連
のＣＴ画像を同時に位置合わせ可能である。一方、多様式位置合わせ法は、例えば、ＭＲ
ＩやＰＥＴ等、異なるスキャナ／センサまたはパルス系列で得た画像の位置合わせに用い
る。多様式位置合わせ法は、患者の画像を異なるスキャナから取得することが多いため、
頭部／脳の医用画像の撮像に頻繁に用いられる。例えば、腫瘍位置特定のために脳のＭＲ
Ｉ／ＣＴ画像またはＰＥＴ／ＣＴ画を位置合わせする。また、コントラスト非協調ＣＴ画
像に対するコントラスト強調ＣＴ画像や、超音波およびＣＴを位置合わせする。
【００６２】
　図４Ｂは、図４Ａに概要を示す位置合わせのさらなる処理ステップを示すフローチャー
トである。一実装例による本方法では、符号３４０に示す基準タッチポイントを採用し得
る。このような場合、処理内容として、まず、ステップ３４２において、画像上で基準点
を特定し、次に、追跡器材でタッチポイントに接触する（ステップ３４４）し、続いて、
ナビゲーションシステムによって、参照マーカへの位置合わせを演算する（ステップ３４
６）。
【００６３】
　別の実装例では、符号３５０で示すように、表面スキャン手順により位置合わせが行わ
れ得る。第１のステップでは、３次元スキャナを用いて体の一部位（例えば、顔）をスキ
ャン（ステップ３５２）し、次いで顔面をＭＲ／ＣＴデータから抽出する（ステップ３５
４）。最後に、各表面をマッチングし、位置合わせデータポイントを特定する。基準タッ
チポイント３４０または表面スキャン３５０が完了すると、ステップ３０８に示すように
、抽出されたデータは演算され、位置合わせ確認に用いられる。
【００６４】
　別の実装例では、喪失した位置合わせの復元が行われる。例えば、医療処置の間、手持
ち式の医療器材を追跡システムで追跡し、該器材の位置と方向を表したものを、撮像装置
またはシステム（超音波、ＣＴ、ＭＲＩ等）によって得た患者の体内組織構造の以前また
は現在の画像（３次元スキャン等）に重畳表示し得る。
【００６５】
　こうした画像の重畳を行うには、追跡システムの座標フレームと、患者の空間内の物理
的位置と、患者の対応画像の座標フレームとの間に位置合わせ処理を行う必要がある。こ
の位置合わせは、通常は、患者の着目組織構造に固定配置する追跡参照マーカに対して行
われる。これにより、体内組織構造に対する固定的参照として用いることができる。この
位置合わせは、通常、該参照を、それ自体が患者に強固に取り付けられている患者の不動
フレーム（神経外科手術で頭蓋を固定するクランプ等）に付加することで行うことができ
る（例えば、図２参照）。
【００６６】
　しかし、この参照は、例えば、アームを介してフレームに対して保持されるため、落と
したり、うっかり動いたりすることがあり、位置合わせの喪失につながる。さらに、この
参照マーカは、ナビゲーションハードウェアによって視認可能に配置する必要がある（通
常、光学追跡または追跡システムの観察や通信には見通し線が求められる）。このため、
参照の位置は、不測の事態や位置合わせの喪失につながりやすい開位置になりがちである
。位置合わせの喪失が起こると、新たな位置合わせが完了するまで外科処置の停止を招く
ことが多い。だが、これもいつも可能というわけではなく、例えば、位置合わせ基準点、
または、患者の肌表面は外科治療が進むと近づくことができず、すべての位置合わせのや
りなし押し、場合によっては、それ以降の処置のナビゲーションが不可能となることもあ
る。
【００６７】
　図４Ａを再度参照すると、ステップ３０８で一旦位置合わせが確認されると、患者には
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ドレープが行われる（ステップ３１０）。通常、ドレープは、患者とその周囲を滅菌バリ
アで覆うことであり、これにより、外科処置中の無菌手術野を確保・維持する。ドレープ
の目的は、非滅菌箇所と滅菌箇所間の微生物の移動を遮断するためである。ドレープが完
了すると（ステップ３１０）、ステップ３１２で、患者の係合点を確認し、開頭術を準備
して計画する（ステップ３１４）。
【００６８】
　開頭術ステップの準備及び計画が完了すると（ステップ３１２）、開頭術を切断し、脳
にアクセスするために骨弁が頭蓋から一時的に除去されることである（ステップ３１６）
。ここで、位置合わせデータはナビゲーションシステムによって更新される（ステップ３
２２）。
【００６９】
　ステップ３１８で開頭内の係合及び動作範囲が確認される。このデータが確認されると
、次に、係合点において硬膜を切開するステップに移り、脳溝を同定する（ステップ３２
０）。ここでも、位置合わせデータはナビゲーションシステムによって更新される（ステ
ップ３２２）。
【００７０】
　一実施形態では、カメラの焦点を着目外科部位に合わせることで、当該領域への最適な
マッチングが確実に得られるように位置合わせ更新が行うことができる一方、（着目）外
科部位以外の部位に影響が及んでいる不均一組織は無視する。さらに、組織の重畳表示を
着目組織の実際の観測とマッチングすることで、特定の組織表示をビデオ画像にマッチン
グすることができ、着目組織の確実な位置合わせにつながる。
【００７１】
　例えば、一実装例では、ビデオ画像が提供される。このビデオ画像では、開頭した頭部
表面（すなわち、露出した脳）のリアルタイムの術中光学画像に、術前（位置合わせ済み
）の脳溝マップが重畳されており、術前の脳溝マップをリアルタイム術中画像で観察でき
る脳溝プロフィールに対して調整する入力操作により、位置合わせを訂正し得る。
【００７２】
　別の実装例では、ビデオ画像が提供される。このビデオ画像では、開頭した頭部表面の
血管のリアルタイム術中光学画像（すなわち、露出した脳）に、術前の血管画像（術中位
置と同時位置合わせした術前画像データの画像分割で得られる）が重畳されており、術前
の血管をリアルタイム術中画像で観察できる露出血管に対して調整する入力操作により、
位置合わせを訂正し得る。
【００７３】
　別の実装例では、ビデオ画像が提供される。このビデオ画像では、開頭術後の露出腫瘍
（すなわち、露出した脳）のリアルタイム術中光学画像に、術前（位置合わせ済み）の該
腫瘍画像（術前画像データの画像分割で得られる）が重畳されており、術前の腫瘍画像を
リアルタイム術中画像で観察できる露出腫瘍に対して調整する入力操作により、位置合わ
せを訂正し得る。
【００７４】
　別の実装例では、ビデオ画像が提供される。このビデオ画像では、鼻腔のリアルタイム
術中光学画像に、術前（位置合わせ済み）の骨表面の骨描写画像（術前画像データの画像
分割で得られる）が重畳されており、術前の骨の画像をリアルタイム術中画像で観察でき
る骨表面に対して調整する入力操作により、位置合わせを訂正し得る。
【００７５】
　他の実施形態では、多数のカメラを１つまたは複数の器材の画像と重ね合わせて用いる
ことが可能であり、データと重畳画像を多数同時に表示することができる。これにより、
単に寸法や表示にとどまらない、それ以上の大きな位置合わせ・修正の信頼性向上を図る
ことができる。
【００７６】
　その後、ステップ３２４に示すように、カニューレ挿管を開始する。カニューレ挿管で
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は、軌跡計画に従い、通常、ステップ３２０で示すような脳溝経路に沿ってポートを脳に
挿入する。カニューレ挿管は、上記軌跡計画が完了するまで（３２４）、係合においてポ
ートを位置合わせして計画軌跡を設定するステップ（３３２）と、次いで目標深さまでカ
ニューレを挿管するステップ（ステップ３３４）を行う反復処理である。
【００７７】
　その後、執刀医は切除を行い（ステップ３２６）、脳の一部と着目腫瘍の両方または一
方を摘出し、次いでポートとすべての追跡器材を脳から取り外して、抜管を行う（ステッ
プ３２８）。最後に、執刀医は硬膜を閉じて、開頭術を終了する（ステップ３３０）。
（制御処理部の実装例）
【００７８】
　図５にシステム構成例のブロック図を示す。このシステムは、制御処理部４００と、以
下に示すいくつかの外部構成部とを備える。
【００７９】
　図５に示すように、一実施形態では、制御処理部４００は、１つ以上のプロセッサ４０
２と、メモリ４０４と、システムバス４０６と、１つ以上の入力／出力インターフェース
４０８と、通信インターフェース４１０と、記憶装置４１２を備えている。記憶装置４１
２は、治療処置に関連付けた情報を保存するために用いることができる。上記保存情報に
は、局所組織分析データ、手術計画データ、病理データ、および時間依存性医療処置記録
データが含まれるが、これらに限定されない。
【００８０】
　制御処理部４００は他の外部機器とインターフェース接続されている。上記外部機器は
、追跡システム１２０と、データ記憶部４４２と、例えば、１つ以上の表示器、キーボー
ド、マウス、フットペダル、マイクロホン、スピーカ等を含む外部ユーザ入力／出力装置
４４４を備える。データ記憶部４４２は、データベースが構築されたローカルまたは遠隔
演算装置（例えば、コンピュータ、ハードドライブ、デジタル媒体装置、または、サーバ
）等の好適なデータ記憶装置であってもよい。
【００８１】
　図５に示す例では、データ記憶装置４４２には、従前の組織分析に関連付けた保管情報
が保存されている。制御処理部４００は、上記情報を処理して、以下に示す方法の１つ以
上を行うようにプログラミングされている。図８の実装例に示すように、データ記憶装置
４４２は、従前の組織分析に関する患者に関連付けた以下の情報を記憶している。病理デ
ータ４５０、結果データ４５１、局所組織分析の保管データ４５２、時間依存性医療処置
記録データ４５４、計画データ４５６（例えば、局所組織分析を含む医療処置中に遂行さ
れる手術計画）および、上記従前の組織分析に関連付けた患者に関連する追加情報である
。上記追加情報は、個体群統計情報、予後情報、既往歴、および／または、遺伝子情報を
含むが、これらに限定されない。データ記憶装置４４２は図５に１つの装置として図示さ
れているが、他の実施形態では、データ記憶装置４４２は複数の記憶装置として設けられ
る。
【００８２】
　組織切除器（例えば、ＮＩＣＯ社製造のミリアド組織切除装置）、生検装置、または、
局所診断測定装置（例えば、ポイント型または画像型測定装置）等の医療器材４６０は、
制御処理部４００によって特定可能である。医療器材４６０は、制御処理部４００に接続
されても制御処理部４００に制御されてもよい。あるいは、医療器材４６０は制御処理部
４００とは個別に操作する、または、別様に用いてもよい。追跡システム１２０を用いて
医療器材４６０の１つ以上を追跡し、上記１つ以上の追跡医療器材を術中参照フレームに
空間的に位置合わせし得る。
【００８３】
　制御処理部４００はまた、追跡システムにより追跡されるいくつかの設定可能な装置と
インターフェース接続されている。図に示すように、これら装置４２０には、例えば、１
つ以上の撮像装置４２２、１つ以上の照明装置４２４、ロボットアーム１０５、１つ以上
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の投影装置４２８、および、１つ以上の表示器１１５が含まれる。１つ以上の撮像装置４
２２は、１つ以上の局所診断用測定装置（例えば、ポイント型または画像型）を備え得る
。追跡システム１２０を用いて撮像装置４２２の１つ以上を追跡し、これらを術中参照フ
レームに空間的に位置合わせし得る。
【００８４】
　本発明の各実施形態は、１つまたは複数のプロセッサ４０２および／またはメモリ４０
４により遂行可能である。例えば、本明細書に記載する機能性は、１つ以上の処理エンジ
ン４７０として、その一部がプロセッサ４０２のハードウェア論理を介して遂行され、ま
た、一部がメモリ４０４に保存した指示を介して遂行可能である。処理エンジンには、例
えば、ユーザーインターフェースエンジン４７２、追跡エンジン４７４、モータ制御器４
７６、画像処理エンジン４７８、画像位置合わせエンジン４８０、処置計画エンジン４８
２、ナビゲーションエンジン４８４が含まれるが、これらに限定されない。
【００８５】
　以下に詳述するように、従前の組織分析関連情報の処理用に１つ以上の処理エンジンを
設けてもよく、これらエンジンは、分析エンジン４８６として表す。例えば、いくつかの
実施形態では、１つの分析エンジンを設けて、患者に対して行う１つ以上の局所組織分析
間の類似性判定基準、および、データ記憶装置４４２に記憶させるか、または、外部ネッ
トワーク等を介してアクセス可能な従前の局所組織分析を評価してもよい。上記方法の各
例を、添付のフローチャートを参照して以下に説明する。以下に詳述するように、類似性
判定基準には、患者に対して行う１つ以上の局所組織分析と１つ以上の従前の局所組織分
析とに関連付けた１つ以上のメトリクスの評価が含まれ、上記従前の局所組織分析を、上
記患者および／または他の患者群の既往歴に関連付け得る。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、処理エンジンは、局所診断用測定（例えば、ポイント測定ま
たは撮像測定）が可能な診断装置を空間的に位置合わせすることを目的として、以下に挙
げる処理を行う方法の実現に用いる。各処理は、３次元位置および方向データを追跡し、
生検用検体の位置を追跡して３次元位置および撮像情報を維持し、生検のタイミングに対
する生検サンプル採取位置を記録し、医療処置中の外科器具と撮像装置の位置と作動を記
録し、着目組織における辺縁境界を仮想的に特定かつ記録し、各領域を３次元画像に配置
して病理情報を各領域に相関させ、１つ以上の組織メトリクスに基づいて組織を特徴付け
、上記メトリクスを用いて従前組織分析データを格納するデータベースを検索し、変数重
み付けメトリクス基づくアルゴリズムにより各結果のランク付けを行う。各方法と処理は
あくまで例示であって、これらに限定されない。
【００８７】
　言うまでもなく、本システムの構成部は図５に示すものに限定されない。１つ以上の制
御処理部４００を外部コンポーネントまたは装置として設けてもよい。別の実施形態では
、ナビゲーションモジュール４８４を、制御処理部４００と一体化した外部ナビゲーショ
ンシステムとして設けてもよい。
【００８８】
　いくつかの実施形態は、メモリ４０４に格納した追加指示を用いることなく、プロセッ
サ４０２によって実現してもよい。いくつかの実施形態は、メモリ４０４に格納した指示
を１つ以上の汎用マイクロプロセッサで実行することで実現してもよい。このように、本
発明は、ハードウェア、ソフトウェアを問わず、特定の構成に限定されない。
【００８９】
　いくつかの実施形態は、コンピュータやコンピュータシステムを十分に機能させること
で実現されるが、各種実施形態は、様々な形態のコンピュータ製品として分散可能であり
、また、分散の実現に用いる機器またはコンピュータ読取可能媒体の種類にとらわれるこ
となく適用可能である。
【００９０】
　開示した態様の少なくともいくつかは、少なくともその一部において、ソフトウェアで
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実現可能である。すなわち、各処理方法は、コンピュータシステムまたは他のデータ処理
システムにおいて、例えばマイクロプロセッサ等のシステムが有するプロセッサに応じて
実行可能であり、これにより、ＲＯＭ、揮発性ＲＡＭ、不揮発性メモリ、キャッシュ、ま
たはリモートストレージ等の記憶装置に保存した一連の指示を実行することができる。
【００９１】
　コンピュータ読取可能記憶媒体を用いてソフトウェアやデータを格納し、これらがデー
タ処理システムによって実行されると、該システムが各種方法を実施する。実行可能なソ
フトウェアやデータは、ＲＯＭ、揮発性ＲＡＭ、不揮発性メモリ、および／または、キャ
ッシュを含む様々な媒体に格納可能である。このソフトウェアおよび／またはデータは、
上述の記憶装置のいずれに格納してもよい。
（医療処置に関連づけた時間依存性情報の記録）
【００９２】
　いくつかの実施形態では、医療処置中の１つ以上の事象を一時的かつ空間的に追跡する
ことが可能であり、この情報はログ化できる。例えば、組織検体を採取した場合、採取時
間を記録可能である。この採取時間は、ナビゲーションシステムにおいて追跡器具（光学
的手法またはＥＭ型追跡システムによる追跡）を用いることで、位置と相関させることが
できる。この位置情報は術中のＭＲＩまたはＣＴ（または、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ）に対応
する。病理情報（顕微鏡画像、局所画像）は、タイムスタンプと関連付けることで、その
情報を好適なデータベースに格納可能である。該データベースは、患者別（同じ組織が異
なる様式でどう映るかを観察）、疾患別（同じ疾患（病理確認済）が異なる様式でどう映
るかを観察）、または、様式別（ある結果でどの疾患の可能性が提起されるか、すなわち
、所定のラマンスペクトルが得られる可能性のある組織）で検索可能である。
【００９３】
　処理中に用いるすべての器具の動きと位置を追跡することで、手術中の不備を特定する
ことも可能である。不備とは、例えば、執刀医が特定の器具を用いる時間が極端に短い、
あるいは極端に長い、特定のステップが本来の効率性を欠いている、といったことが挙げ
られる。この情報を外科医や病院管理者が用いることで、適切な外科手術時間を想定し、
時間／日程調整の最適化を図ることができる。
【００９４】
　図５に示すように、１つ以上の医療器材４６０と装置４２０を、追跡システム１２０を
用いて追跡し得る。これら医療器材および／または装置は、例えば、基準点マーカを用い
て追跡され得る。基準点マーカは、光学カメラを介したパッシブ赤外線探知用反射球状体
や、例えば、電磁波追跡システムの場合は、ピックアップコイル等、パッシブまたはアク
ティブな基準点マーカであり得る。基準点は追跡システム１２０によって検出可能であり
、その各位置は追跡ソフトウェア（追跡システム１２０か、例えば、制御処理部４００内
に設けられ得る）によって推定される。こうして追跡することで、医療器材および／また
は装置の位置と方向を特定かつ記録することができる。一実装例では、基準点マーカを用
いて、医療器材または装置上の基準位置（中心点等）および医療器材または装置の軸（器
具の縦軸等）を特定することができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の医療器材および／または装置に関連付けた追跡位
置および方向のデータは、医療処置中に記録される。例えば、一実施形態では、１つ以上
の医療器材または装置に関連付けた時間依存性位置および方向と、随意に他の状態情報ま
たは構成パラメータが記録される。記録される情報としては、例えば、先端のオフセット
、先端の偏向、制御ボタンの状態、測定精度、追跡システムに対する視認性、位置合わせ
基準として用いる器具の特定、および／または、位置合わせ基準の変容を記録および／ま
たは処理するが、記録情報はこれらに限定されない。
【００９６】
　一実装例では、記録情報はすべて時間データ（例えば、記録装置に送信される）ととも
に、連続する時点、特定の時点、または記録対象の情報が以前の記録値に対して変化した
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場合に限り、変化した時点で記録される。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、タイムスタンプを１つ以上またはすべての記録情報に関連付
ける。各タイムスタンプは、医療処置中に記録した他の事象に関連付けたグローバルタイ
ムスタンプ、例えば、画像の取得（手術中、電気メス使用に付随する処置、切開の際、組
織病理サンプルを採取した場合、または、他の処置）と関連付けたグローバルタイムスタ
ンプとマッチングされ得る。また、例えば、音声ストリーム、映像ストリーム、画像表示
器の状態情報（例えば、データセット、ハンギングプロトコル、ウィンドウレベル、位置
、方向等）、または、他の着目事象（例えば、生検サンプル、容器、結果等の位置合わせ
）を含む、タイムスタンプがマッチング可能なデータ源からのデータを統合してもよい。
【００９８】
　一実施形態では、医療器材または装置の時間依存性位置と方向を、固定基準位置（患者
固定用基準器具、または座標フレーム上中心に位置する追跡カメラ）に対するベクトルと
して記録し得る。方向は、例えば、４次元または複数軸ベクトルとして記録可能である。
偏向は、オフセット、または、別のパラメータ化した幾何学表示（スプラインパラメータ
等）として記録可能である。
【００９９】
　各種実施形態では、１つの器材に対して、複数のパラメータを、関連データよび想定内
容（または一定に保持した変数）にしたがって、毎回追跡記録してもよい。
【０１００】
　一実装例では、装置または器材の時間依存性位置と方向を表すために、７種類のパラメ
ータを記録し得る。その内、６つのパラメータはｘ、ｙ、ｚ、ｒｏｌｌ、ｐｉｔｃｈ、ｙ
ａｗであり、７番目のパラメータは、具体的な方向情報が記録される時間インスタンスで
ある。他の実装例では、１つ以上の想定を行う場合（例えば、縦軸周りに回転する長尺の
器材等、回転方向の追跡記録の意図がない場合）、これより少ないパラメータを用い得る
。例えば、同次座標の４×４（１６パラメータ）変換マトリックス、または、回転の四元
数表示等、他の適切な方法でデータを表す場合、より多くのパラメータを用いることがで
きる。他の実施形態では、使用構成にとって必要または望ましいかによって、追跡パラメ
ータの数を増減し得る。
【０１０１】
　本明細書に記載する、医療処置に関わる情報の表示、送信、受信、記録、保存、処理に
よって、処置に用いる器具及び器材状態の保存、通信、処理を効率化することができる。
例えば、特定の時点に関する離散的データポイント等のデータを格納することで、例えば
、ナビゲーションシステムのスクリーン表示による映像取得と比較して、格納スペースが
低減し得る。この情報を格納することで、以下に説明する他の特徴や機能が可能になる。
【０１０２】
　上述したように、いくつかの実施形態では、追跡器材に対して記録したデータストリー
ムに加えて、あるいは、これに代えて、１つ以上の他のタイムスタンプ化したデータスト
リームを、後続の再生および／または分析用に記録し得る。
【０１０３】
　一実施形態では、本明細書に説明するように、処置経過の少なくとも一部が一旦記録さ
れると、空間（位置および方向）データポイントと、これに関連付けたタイムスタンプを
、後続の分析用に処理し得る。例えば、遡及データに基づいて、処置に関連付けた１つ以
上のメトリクス（外科メトリクス等）を特定する分析を行い得る。上記メトリクスの例に
は、器具や器材の使用時間、各挿入深さでの器具や器材の使用時間、特定部位（血管、神
経、病変）近傍での器具や器材の使用時間、および／または、処置中に可能な各種器具や
器材の適用範囲が含まれるが、これらに限定されない。
【０１０４】
　上述したように、執刀医または操作者が上記データ量を同じ患者または他の患者の将来
の治療または研修目的に利用できるように、医療処置の各局面を連続して（例えば、デー
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タベースに）記録し得る。データストリームには、以下のデータ（または追加のデータス
トリーム）の１つ以上が含まれるが、これらに限定されない。例えば、映像ストリーム、
音声ストリーム、全追跡器材および品目の場所または位置、画像表示器の状態（データセ
ット、ハンギングプロトコル、ウィンドウレベル、位置、方向等）、他の着目事象（生検
サンプル、容器、結果の位置合わせ）である。これにより、将来の時点で全手術行程の一
部または全体を局所的または分散的に再生可能となる。上述したように、一実装例では、
執刀医が再生を「一時停止」することができ、「一時停止」した画像表示によって、事後
分析、監査、教育、研修を目的として、起こり得る事態を想定することができる。記録し
たセッションで用いたものと若干異なる手法が取られた場合、その外科処置がどのように
行われたかについて評価することができる。当初記録した処置とは異なる表示角度、異な
るデータセット、または、他の相違点によって再生を続行することもできる。
【０１０５】
　または、再生一時停止ポイントを、新たなシミュレーションの開始点として用いること
もできる。この場合、追跡品目の現在位置と方向および表示状態が、器材と画像表示装置
の両方を仮想操作する開始点となる。シミュレーションの進行を現在進行中の処置と同様
に記録することで、後日の監査、分析、研修に用いることもできる。最後に、１つの処置
の異なる部分の記録シミュレーションを複数、異なる人間により異なる場所で作成して、
それを別の場所で別のチームが閲覧して分析すれば、各シミュレーションの「最良」箇所
をつなぎ合わせて、最終的に「最善の」解決策を提供できる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、サンプル用タイムスタンプの共通源として、解像度が十分高
くかつレイテンシーが十分低いものを設け、様々なストリームのサンプル記録をリアルタ
イムに分配し、その後合体することができる。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、データポイントとタイムスタンプをさらに処理して、術中の
器材／装置の動きをシミュレートし得る。このシミュレーションは制御可能に再生させ得
る。記録角度からのみ閲覧可能なビデオ画像とは異なり、本実施形態では、記録データポ
イントとタイムスタンプを介して、異なる角度で器材／装置の動きを再現および再生する
ことができる。言い換えれば、シミュレーションを描画する視点を、操作者が制御可能で
ある。
【０１０８】
　さらに、上記実施形態では、器材／装置があたかも現在操作されているかのように再生
中に制御を行ってもよい。この場合、システムが他の撮像装置およびシステム、および／
または、撮像装置およびシステムによる空間位置合わせデータに関連付けされている場合
、画像データの各部分および／または表示を、治療中に用いたものとは異なる形式で視覚
化および操作が可能になる。処置中の映像記録を単にそのまま再生した場合、処置中の記
録画像データのみが事前設定により表示されるにとどまるが、この実施形態により、さら
に柔軟かつダイナミックおよび／または制御可能に再表示できる。
【０１０９】
　一実装例では、各位置をリアルタイムに再生、また、再生速度を上げる、下げる、一時
停止する、検索するといったことが可能になる。さらに、操作者は、空間的制約のある検
索機能において、特定の部位の近傍で行われた行為の一部またはすべてを想起することが
できる。この様な実施形態では、「位置認識」検索機能を設ける。例えば、３次元の脳構
造を、ＭＲＩまたはＣＴ等による術前医用画像を用いて再構築する。ユーザは、ポインテ
ィングデバイスまたはカーソルを特定の解剖学的位置（例えば、中心傍溝）に位置決め、
検索を開始することができる。検索の手順は、以前に記録した各外科器具の位置および時
間情報でデータベースに検索をかけ、外科器具の先端が特定部位の所定（設定可能）の近
傍にあったすべての症例を特定する。この部位は、例えば、放射線科医が通常用いる多平
面再構築画像レイアウト等、術前医用画像の３次元直交面投影を用いて特定される。外科
器具の位置とこれに関連付けたタイムスタンプ情報は、順次データ構造として交互に格納
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される。その後、検索情報（この場合、位置情報）は、データを位置ごとに分類した後、
周知の順次データ検索アルゴリズムによるリスト検索に用いられる。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、術中の追跡撮像装置およびシステム（超音波プローブ、光コ
ヒーレンス断層撮影（ＯＣＴ）プローブ、分光プローブ、手術中に用いるＭＲＩコイルや
ＣＴ、蛍光透視診断装置等が含まれるが、これらに限定されない）の位置と方向は取得し
た画像と相関可能であり、また、器具や器材のデータポイントと一致するよう配置かつ方
向付けた他の画像データに対して分析可能である。タイムスタンプが撮像装置／システム
データに利用可能であれば、そのタイムスタンプを、１つまたは複数の器材の記録位置お
よび方向データに関するデータポイントに関連付けたタイムスタンプにマッチングするこ
とができ、これにより、時間同期化画像および／または映像が提供される。
【０１１１】
　例えば、手持ち型の超音波プローブを脳腫瘍切除の開頭術直後に用いて、硬膜直下の脈
管構造の存在を確認してもよい。超音波画像（通常、Ｂモードスキャン）を取得した脳に
対する相対位置と、画像を記録した時間インスタンスを取得してもよい。この記録を、上
述した７つのパラメータの時間依存性位置および方向情報の時間成分の記録と同期させる
と、術中の画像を、外科処置における特定の時点に正確に関連付けることができる。
【０１１２】
　こうした同期化記録には、手術室（ＯＲ）のすべての記録システムが利用する基準クロ
ックの同期化が必要となる。これは、例えば、記録装置を現在の時間（例えば、ＵＴＣ（
協定世界時））を記録するよう構成することで可能となる。あるいは、各記録装置が標準
時間で記録を行わない場合、複数のクライアントに時間情報を提供する共通のサーバを用
いて同期化を図ってもよい。この場合、例えば、クライアントの１つは外科器具位置の記
録に用いるコンピュータ支援型データ取得システムであり、別のクライアントは、超音波
画像の取得に用いるコンピュータ支援型画像取得システムである。別のクライアントは、
術中ＭＲＩの取得に用いるコンピュータ支援型システムであってもよい。同様に、他の別
々のコンピュータ支援型画像および患者生理機構監視システムを、共通の時間サーバに対
するクライアントとして動作させてもよい。サーバは、クライアントによって規則的にア
クセスされ、各クライアントの内部クロックを更新し得る。したがって、各クライアント
の個々のクロックのドリフトを調整することができる。その結果、外科器具、患者の術中
生理状態（例えば、溶存酸素濃度）、および術中画像を時間同期させて記録することがで
きる。
【０１１３】
　この同期化データは、外科の作業フローとそれに関連する器材使用効率の評価にとって
有用であるとともに、外科の研修ツールにおいても有用である。特定の外科処置における
各種器具や技術の利用に関連するこうした情報は、保健施設の分析を経て、外科処置に伴
うコストや保険会社や他の支払者に通知する料金が具体的に分かる。
【０１１４】
　上述の実施形態は、多種多様な目的に採用することができる。例えば、記録情報は、後
述する種々の目的に向けて、医療処置の再考に用いることができる。例えば、後続の撮像
やフォローアップ評価のための臨床、教育、法関連、自己査定、性能評価、監査、着目箇
所の遡及位置特定、および／または、処置遂行中の先の１つまたは複数のステップを原位
置で確認する場合等であるが、これらに限定されない。
【０１１５】
　さらに、前述した実施形態は、以下のように改変可能である。例えば、操作者は、記録
した処置の再生を「一時停止」し、「一時停止」した画像表示によって、事後分析、監査
、教育、研修に向けて、起こり得る事態を想定することができる。一時停止した再生ポイ
ントを、新たなシミュレーションの開始点として用いてもよい。この場合、追跡品目の現
在位置と方向および表示状態が、器材と画像表示装置の両方を仮想操作する開始点となる
。シミュレーションの進行を現在進行中の処置と同様に記録することで、後日の監査、分
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析、研修に用いることができる。
【０１１６】
　記録した医療処置の再生を一時停止した後、操作者は、別の角度を特定する入力を行う
、または、記録したセッション中に実際に用いたものとは異なる表示情報で再生を続行す
ることもできる。異なる表示角度、異なるデータセット、または、当初の記録セッション
との相違点によって、再生を続行することもできる。
【０１１７】
　一実施形態では、１つの医療処置の異なる部分から得た記録および／またはシミュレー
ション映像または視覚化データを異なる人間により異なるセッションで作成して、それを
別の場所で別のチームが閲覧して分析すれば、各シミュレーションの「最良」箇所をつな
ぎ合わせて、最終的に「最善の解決策」を提供できる。
【０１１８】
　例えば、脳腫瘍切除の場合、執刀医は実際に開頭術を行い、超音波プローブを用いて画
像を取得することで、脳溝のひだまたは硬膜下の脈管構造を同定する。外科器具の位置と
超音波スキャンは、第１のデータセットとして記録される。この第１のデータセットは、
まず、特定の時間インスタンスにおいて取得した超音波デ一タとともに、規則的な時間イ
ンスタンスごとの外科器具の位置で構成される。この時間インスタンスは、外科器具の位
置情報と同じ処置中に取得した超音波データとの同期化を促進する共通のパラメータとし
て作用する。
【０１１９】
　第１の執刀医が外科処置の全工程を完了する一方、第２の執刀医は、記録した第１のデ
ータセットをシミュレートした外科処置として用い得る。第２の執刀医は、ある時点で、
同じ外科処置の再生を一時停止する。この時点は、例えば、開頭術の完了直後とする。第
２の執刀医は、上述の超音波画像観察により硬膜直下に高い危険を伴う脈管構造の存在を
同定し、これに基づき、別のシミュレート硬膜開放部またはさらに別のシミュレート硬膜
開放部を選択し得る。これにより、第２のデータセットが生成される。第２のデータセッ
トは、データ列の最初にポインターを有し、第１のデータセット内で第２のデータセット
が開始する正確な時点を指し示している。新たな各データセットを作成することで、実際
の外科記録とシミュレートした外科記録を組合せて表示することで、元は同一の病状に対
する異なる手法を考察する。同一病状に対応する代替データセットすべてを同時に格納し
て、必要があれば、人間が比較した別の介入方法を取りだし得る。メトリクスが上述した
別の臨床手法に関連付けられていれば、最も高いメトリクスまたはスコアを有する外科処
置ステップを順次組合せ、全体として最適な処置に到達し得る。
【０１２０】
　前述の実施形態により記録した情報は、随意に別のデータ、例えば、局所組織分析また
は撮像システムから得たデータ等とともに、情報庫または処置データベースに格納され得
る。格納した情報は、術中外科処置データ源、病理相関関係、および／または、その後の
外科手術／処置の計画および研修目的として利用することができる。上記方法の例をいく
つか以下に説明する。
（組織分析用診断データを相関させる方法）
【０１２１】
　以下の実施形態では、術前、術中、または術後の分析および指導の補完に組織分析を用
いる各方法が提供される。上記方法は、組織同定に際して十分な情報を必要とするにも関
わらず得られていないという、いわば外科の根本的課題に対処するものであるが、これに
限定されない。
【０１２２】
　例えば、神経外科切除処置の間、執刀医は、通常、処置の各段階で、露出した組織領域
を切除するか否かの決断を迫られる。外科医がそうした決断を行うのに使用可能な診断様
式はいくつかある。しかし、術中に１つの診断様式を用いるだけでは、概して最終的な結
論に至ることはできない。ＭＲＩでは類似しているように見受けられるが、病理結果では
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異なる数種類の脳腫瘍が確かに存在する。このように、ＭＲＩだけでは、腫瘍同定には不
十分である。細胞の顕微鏡検査は代表的な腫瘍同定法であるが、摘出組織の一片一片をす
べて調べることが事実上不可能であり、また、術中に行えないことが多い。最終的な結論
に達するには、初めに可能性のある組織種を絞り込むために、１つの様式で組織領域調べ
ることを伴う。その後、第２の様式を用いることでより多くの情報が得られ、様々に枝分
かれした可能性がさらに絞り込まれ、最終的に、組織を確実に同定することが可能な場合
もある。したがって、こうした方法は複雑かつ有効性が不確かである。
【０１２３】
　従来、現存する解決策において、診断用撮像と外科と病理との関係を統合することは殆
どなかった。撮像によって、放射線系（診断）、外科系（治療）、神経系（結果）、病理
系（組織分析）の各分野間におけるシームレスな情報提供の場が提供される。特定の着目
組織領域に的を絞った撮像と病理分析は、切除組織サンプルの量に応じて相関させること
ができる。処置の成果は、偶発的に切除した正常組織量に対する摘出病変組織全量の比率
に依存することが多い。
【０１２４】
　病理サンプルと撮像をより正確に相関させるために、以下に説明する、組織サンプル採
取装置の着目量の位置合わせと上記組織サンプル採取装置の体内着目領域への送達をより
正確に行える方法が提供される。また、大量に摘出した着目組織内で少量の着目組織を特
定するために、好適なコントラスト機序を用いて、該組織に生体外診断用測定を行うこと
ができるシステムを用い得る。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、切除組織量に応じて局所組織分析を行い、切除組織に対する
上記局所組織分析によるデータを追跡し、組織のより限定的領域画像に対して位置合わせ
することで、局所、領域、全域、病理結果の間の相関関係を取得できる。この情報は、医
療処置の結果、または、病変の局所進行に対して追跡され、後続の撮像処理によって追跡
される。
【０１２６】
　したがって、いくつかの実施形態では、統合システムが提供される。この統合システム
は、医療処置における全域、領域、局所ごとの撮像を可能にする。また、好適な組織コン
トラスト表示画像を提供することで、診断、外科処置、結果の予測を可能にする。
【０１２７】
　こうしたシステムは、例えば、大量の組織（例えば、１０立方センチメートルの量）内
で少量の着目組織をより確実に切除するために、広範な領域を切除する場合に用いられ、
より小さな着目領域をより高い解像度で病理分析可能とするように、外科切除検体の撮像
を行うことが可能である。上記を含む各システムおよび関連する方法を、以下に詳細に説
明する。
【０１２８】
　以下の実施形態では、アクセスポート型神経外科腫瘍切除を背景とした本発明の多種多
様な態様を説明する。上述したように、当然のことながら、これら実施形態は、本発明の
範囲を神経系処置に限定することを意図したものではなく、本明細書に記載する各方法と
システムは、様々な他の医療処置用に即座に適合可能であり、かつ、こうした各種医療処
置に採用可能である。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、システムが提供される。このシステムでは、患者の体内組織
構造内の個々の部位が追跡可能であり、また、各部位で局所撮像を行い、腫瘍摘出時に外
部撮像データ（ハンドシェイク画像）を提供する。外部撮像は体積測定または表面スキャ
ンとして行われ得る。
【０１３０】
　一実施形態では、サンプルをラベル貼付容器で病理検査に送る。ラベル貼付容器はシス
テム内で一意に特定され、また、このシステムは、該サンプルを器具の追跡を介して画像
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内の特定の箇所に位置決め、また、生体内および生体外各画像セットに対して位置決めす
ることができる。より広範囲に着目組織をスキャンすれば、特定の着目領域に的を絞るこ
とができる。
【０１３１】
　このシステムは、ｉ）体積測定画像スキャンセットを患者の参照フレームに位置合わせ
するナビゲーションシステムと、ｉｉ）着目領域の術中撮像器と、ｉｉｉ）病理サンプル
の術前と術中の画像を位置合わせするソフトウェアシステムと、ｉｖ）例えば、患者デー
タ、または、電子医療記録（ＥＭＲ）と、画像保管および通知システム（ＰＡＣＳ）、治
療計画、臨床検査報告、病理報告と画像、患者の結果（報告および臨床検査）等―これら
に限定されないが―を含む関連情報を格納するデータベースと、ｖ）重み付けメトリクス
の検索、類似性またはメトリクスの計算、上記メトリクスに基づくランク付けを行うソフ
トウェアシステムと、ｖｉ）上記結果を方針決定プロセス（診断、スキャン、外科処置、
病理診断、結果評価）に向けて提示するソフトウェアシステムと、ｖｉｉ）生検サンプル
の類別と撮像を行う手段とを備える。
【０１３２】
　このシステムは、比較可能なサンプルメトリクスを、診断用撮像、生検、治療計画、外
科手術、フォローアップ撮像を通して追跡かつ測定するために用い得る。このように、こ
のシステムは、類似するメトリクスを有する１人または複数の患者に対する比較可能な症
例情報を提供し得る。これらの比較は、特定の患者の所定の画像や病態または結果状態に
ついて、類似画像、病態、または結果を、臨床専門家によりよく伝えることができる。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、このシステムは、現在の診断用画像スキャン、臨床検査結果
、患者情報（ＥＭＲ）を介して、すでに利用可能な患者データを利用することで、進行中
の症例について、外科手術、病態、結果をより効果的に伝達可能である。進行中の症例に
関連付けた情報は同様に記録かつ追跡され、次の症例に対して追加情報を提供できるよう
に、同じ情報科学システム（ＥＭＲ、画像データベース、臨床検査結果）に送られる。こ
うすることで、本システムは、適応性のある方針決定システムとして働き、治療患者が多
い程、また、システムに入力される患者情報が多い程システムの能力が高まり、医者によ
り多くのデータを提示して効果的な方針決定を促すことができる。
【０１３４】
　図６Ａに、脳５３０の軸方向図を示す。この脳では、腫瘍５３２が脳室に発生しており
、脳表面に向けて増殖している。この腫瘍は、３つの異なるテクスチャーで示されており
、それぞれ、種類の異なる腫瘍細胞を表している。この図には、生物学的に異質であり、
同時に、画像での写り方、病理、治療に対する反応においてそれぞれ異質である各腫瘍が
描写されている。
【０１３５】
　追跡医療器材５３４が腫瘍に対して図示されており、腫瘍の場所を指し示している。器
材の先端（先端追跡対象は、例えば、着目組織内、または、処置における解像度において
、先端が１ｍｍより大きく撓む可撓性器材）を追跡する追跡システムと連動して用いるこ
とで、着目する局所組織領域に対する追跡医療器材５３４の位置が分かる。
【０１３６】
　一実施形態では、医療器材５３４が生検サンプル採取装置である場合、または、この生
検装置を備える場合、生検器材の作動はサンプルの採取と連携して測定され、サンプルは
、多分当該局所組織領域に対して一意に特定可能に保存または追跡される。病理結果等の
組織分析はサンプルを採取した位置に対して記録かつ表示され得る。
【０１３７】
　別の実施形態では、医療器材５３４が局所診断用測定装置である場合（またはこの装置
を備える場合）、局所診断用測定により得た局所組織の診断用データを、当該局所組織領
域に対して一意に特定可能に、保存または追跡され得る。局所画像またはラマンスペクト
ル等の局所組織の診断用データは、診断用測定を行った局所組織領域に対して記録かつ表
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示することができる。
【０１３８】
　一実施形態では、１つ以上の組織分析（例えば、生検または局所診断用測定）に関連付
けた位置を、局所組織領域を含む領域医用画像上に表示する。所定の組織分析の位置を表
示するには、組織分析に関連付けた位置データを医用画像データに空間的に位置合わせす
る。この位置合わせは既知の位置合わせ方法を用いて行われる。例えば、術前医用画像を
取得し、取得した術前医用画像を、組織分析に関連付けた位置データを位置合わせした術
中参照フレームに空間的に位置合わせする。
【０１３９】
　図６Ｂを参照して、上記実施形態の一実装例を示す。この例では、３つの組織分析の位
置が、ユーザーインターフェースに、それぞれ参照マーカ５４０、５４１、５４２として
、医用画像データに重畳表示される。
【０１４０】
　図６Ｃと６Ｄに示すように、参照マーカ５４０、５４１、５４２は、組織分析に関連付
けた情報への選択可能なグラフィックハイパーリンクとしても機能し得る。例えば、図６
Ｃでは、操作者による入力（例えば、マウスのクリック、または、指やポインターによる
タッチスクリーン表示への接触）を介して、部位５４０から取得した組織サンプルに関連
付けた病理報告５５０が表示される。図６Ｄに示す別の実装例では、操作者による入力を
介して参照マーカ５４０を選択することで、局所測定されたＭＲ画像５５６とラマンスペ
クトル５５７を含む局所組織の診断用データ５５５が表示される。
【０１４１】
　例えば、生体内画像データを生検サンプルと同時に取得する場合、生体内画像を、同様
に同じ位置で、病理報告に対する参照マーカとして提示することができる。対応する病理
結果がない場合、図６Ｄに示すように、生体内データは病理報告の代わりに提示される。
局所撮像様式は、例えば、ＯＣＴ、高周波超音波、分光、ＭＲＩ、ＭＲ分光、組織伝導性
、電磁波撮像等である。
【０１４２】
　本例では、従来の方法とはかなり異なるやり方で、局所組織の診断用データと組織分析
結果をレビューする方法が提供される。例えば、既存の病理ソフトウェアシステムの中に
は、病理報告のハイパーリンク化テキストに基づいて診断用画像データを関連付けるもの
がある。言い換えれば、局所診断用画像または他の診断用データに病理報告を介してアク
セスする。反対に、本実施形態では、ハイパーリンク参照マーカ（ラベル、アイコン、ま
たはタグ）の選択により、位置に特化した関連診断用データまたは組織分析データを、ユ
ーザーインターフェースを介して、医用領域画像上でグラフィックにナビゲート可能にな
る。ここで、参照マーカの位置は、生検サンプルを採取した位置または局所組織の診断用
測定を行った位置に対応している。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、図６Ｂ～６Ｄに示すように、ハイパーリンク化データが利用
可能な位置が多数あり得る。このような場合、ユーザは１つ以上の参照マーカを選択する
ことで、関連データを閲覧またはその他の方法で取得（例えば、印刷、ダウンロード、Ｅ
メール）し得る。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、多様な形態の関連局所データを単一の位置に設ける。例えば
、図６Ｃと６Ｄに示すように、参照マーカ５４０は、病理報告（組織分析データの一種）
と、２種類の診断用データ（局所ＭＲ画像とラマンスペクトル）を含む３種類の関連デー
タを有する。図６Ｅに示す一例では、メニュー５６０を設けて選択可能な表示項目のリス
トを表示する。
【０１４５】
　図７は、本実施形態を示すフローチャート図である。５７０において、患者の少なくと
も一部位の医用画像を取得し、ユーザーインターフェースに表示する。この医用画像は、
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例えば、基準点マーカを用いて術前に取得し得る。基準点マーカにより、組織分析が行わ
れる医療処置に関連付けた術中参照フレームに後で位置合わせ可能となる。別の例では、
医用画像と、少なくとも１つの局所組織分析に関連付けた局所組織情報を、同一の医療処
置において術中に取得し得る。
【０１４６】
　５７２において、１つ以上の局所組織分析に対応する局所組織情報を取得する。５７４
において、各局所組織分析に対応する位置を特定する位置データを取得し、該位置データ
を医用画像に空間的に位置合わせする。５７６において、各局所組織分析に対応する参照
マーカを、それぞれの空間位置合わせ各位置データに対応する位置で、医用画像に表示す
る。５７６において、操作者による入力を受け付ける。この入力により被選択マーカが特
定されるため、被選択組織分析が特定される。被選択組織分析に関連付けた局所組織分析
情報の少なくとも一部を操作者に提示する、または、その他の方法で提供する。
【０１４７】
　図６Ｂ～６Ｅに示す実施形態は、本発明の範囲を逸脱することなく様々に改変すること
ができることは言うまでもない。例えば、被選択局所組織情報をユーザーインターフェー
スの別のウィンドウに表示してもよい。一実装例では、被選択参照マーカに関連付けた被
選択局所組織情報の少なくとも一部を医療処置中に術中表示し、１つ以上の局所組織分析
の少なくとも１つをこの医療処置中に行う。
【０１４８】
一実装例では、少なくとも１つの局所組織分析は、患者に従前に行った医療処置に関する
。少なくとも１つの局所組織分析に関連付けた局所組織の診断用データには、ほぼ同じ部
位に従前に行った局所組織分析と関連付けた組織分析の追加情報が含まれる。
【０１４９】
　当然のことながら、追跡システムには概して位置誤差が伴う。例えば、生検サンプルま
たは局所診断用測定を取得する時点で、位置合わせミスや画像に関係する歪曲等の事象に
より、先端位置に関連する誤差であることが多い。所定の組織分析の対応位置に関連付け
た空間誤差を推定し、対応する参照マーカに関連付けた可視表示として提示することがで
きる。例えば、この可視表示は、円、球状、誤差バー、またはこれら以外の好適な表示を
用いる。
【０１５０】
　さらなる実施形態では、本方法は、多様な様式や解像度を通して位置合わせした特定の
位置を追跡することで、ユーザが、組織を切除する空洞全体で仮想的に「ポイントをドロ
ップする」ことが可能になるように構成し得る。これにより、仮想マージンの作成が可能
になる。局所で特定したこれらのポイントは局所画像フレームにリンクする。撮像装置を
追跡することで、着目領域をより大きく位置決め、画像を追跡と同期して記録する。組織
を大きく変形させることなく撮像をより大きな範囲で行う場合、より広い視野の画像を特
定することで、より広い視野を撮像フィールド全体にリンクさせることができる。こうし
た広い視野を、術前また術中撮像に共通するコントラストを用いて撮像すれば、各ポイン
トを、システムの様々な臨床用途間において位置合わせすることができる。
【０１５１】
　図８Ａは別の実施形態を示す。この実施形態では、所定の参照マーカの選択に応じて、
１つ以上の類似する組織分析に関する情報を追加して、または代わりに表示し得る。類似
組織分析を特定する方法を以下に詳述する。図に５８５で示すように、１つ以上の類似組
織分析に関する様々な形態の組織情報が、ユーザーインターフェースを介して表示し得る
。この組織情報は、類似する従前の組織分析に関連付けた病理データ、類似する従前の組
織分析に関連付けた結果データおよび／または類似する従前の組織分析に関連付けた診断
用データを含むが、これらに限定されない。さらに、図８Ｂに示すように、類似する従前
の組織分析に関連付けた局所組織の診断用データ５９０を操作者に提示し得る。これらの
実施形態および関連する方法を、以下に詳述する。
【０１５２】
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　上述したように、いくつかの実施形態では、従前の組織分析に関する組織情報を類似性
の判定に基づいて提供し得る。いくつかの実施形態では、類似性判定は、患者に関連付け
た局所組織の診断用データと、組織分析データベースから得た局所組織の診断用保管デー
タを比較することで行い得る。組織分析データベースを利用するこれらの実施形態は、多
岐に渡る様々な方法や医療処置、または、所定の一医療処置の各段階に応じて適用し得る
。データベースに保存した情報は、適応可能な評価ツールとして、追跡、更新、利用され
、その患者の既往歴、画像／臨床結果が類似する複数の患者および／または患者情報と既
往歴を保存したデータベースにおいて、類似する結果（病理、画像、結果）を検索し得る
。
【０１５３】
　図９に、一外科処置の異なる段階の例示と、これらと１つ以上の組織分析データベース
との関連を示す。この図は、４つの方針決定段階を含む一実施形態例を示す。この４つの
方針決定段階とは、すなわち、診断評価５０５、手術計画５１０、術中の外科処置・診断
・治療５１５と、術前分析５２０である。これらの段階は、互いのステップ同士、また１
つ以上の組織同定データベース５００と関連表示され、一医療処置の１つまたはそれ以上
の各段階において検索することができる。この例では、患者治療の４つの側面が示され、
位置合わせした画像、病理、結果がリンクしたデータベースを用いることで、診断、手術
計画、外科的組織の差別化および治療、術後方針決定の向上を図ることができる。
【０１５４】
　図９に示す作業フローでは、列記した診断様式には、臓器全体、領域、または局所に対
する診断様式セットが含まれるが、これらに限定されない。上記診断様式には撮像様式が
含まれ得、例えば、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、陽電子放
射断層撮影（ＰＥＴ）、ＳＰＥＣＴ、超音波（ＵＳ）、Ｘ線、光学式（可視光または全Ｅ
Ｍスペクトルの断面）、光コヒーレンス断層撮影（ＯＣＴ）、光音響（ＰＡ）または領域
撮像様式である。これらの様式は、１次元、２次元、３次元、４次元（３次元＋時間）、
各データセットのいずれかとして取得かつ表示可能であり、正確な次元および位置で患者
に対して位置合わせされ得る。生検方法には、さらなる病理分析を目的として、コアまた
は内視鏡生検、外科生検（大断面）、吸引、または、他の着目組織の採取方法が含まれる
。
【０１５５】
　本明細書に記載する「結果」は、患者の死亡率および罹患率を測定する定量化法を指す
。これには、組織生存率の直接的尺度を含む患者の実機能または高機能の測定と、間接測
定、検査、観察が含まれるが、これらに限定されない。また、結果とは、処置の経済的結
果（狭義または広義）を指すこともあり、処置時間、機器および人材の利用、薬剤や可処
分器具、入院日数、合併症および／または同時罹患率を含み得る。
【０１５６】
　以下に詳述するいくつかの実施形態では、組織分析は、局所組織の診断用測定（１つ以
上の診断様式で取得した）を局所組織の診断用保管データと比較することで行い得る。局
所組織の診断用保管データは、結果、病理データ、診断等の組織分析データが利用可能な
従前の組織分析に関連付けられている。この組織分析データは、関連付けた局所組織の診
断用保管データとともに、１つの組織分析データベース（または２つ以上のデータベース
）に保存する。局所組織の分析データ（一患者に関する）を用いて、１つ以上の類似する
従前の組織分析を組織分析データベースで検索して特定し得る。類似する従前の組織分析
と関連付けた組織分析データは、執刀医、開業医、操作者に提供される、または、以下に
例示する様々な用途に向けて処理して用いられ得る。
【０１５７】
　例えば、図１０に示すフローチャートには、局所組織の診断用測定を組織の診断用保管
データと相関させる方法例が示される。ステップ６００において、局所組織の診断用デー
タを取得する。この場合、取得した局所組織の診断用データは患者に行った１つ以上の局
所組織の診断用測定に関連付けられている。
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【０１５８】
　例えば、以下に説明するように、局所組織の診断用データは、例えば、挿入可能なＭＲ
プローブを介して取得したＭＲ画像等の局所撮像データ、または、局所測定ラマンスペク
トル等の局所非画像データであり得る。この局所組織の診断用データは、組織分析を行う
には十分ではないかもしれないが、このデータを、以下に説明するように、同一または他
の患者の従前の組織分析による局所組織の診断用保管データに関連付け得る。局所組織の
診断用データが、１つ以上の診断様式で行ったより狭範囲局所の組織診断用測定に関連す
る場合、各局所組織分析を行った位置を、上述したように、随意にタイムスタンプととも
に記録し得る。この位置を、共通の組織部位に対して異なる診断様式で取得した局所組織
の診断用データの相関に用いてもよい。
【０１５９】
　ステップ６０５において、１つ以上の従前の局所組織分析に関連付けた局所組織診断用
保管データおよび組織分析データとにアクセスする、または、他の方法でこれらデータを
取得する。上述したように、組織分析データは、１つ以上の病理データ、結果データ、組
織同定データおよび／または診断用データ等の情報を含み得るが、これらに限定されない
。局所組織診断用保管データおよび関連付けた組織分析データは従前の局所組織分析に関
するものであり、以下にさらに説明するように、組織分析データベースで提供され得る。
【０１６０】
　ステップ６１０において、１つ以上の局所組織の診断用測定に関連付けた局所組織の診
断用データと、１つ以上の従前の局所組織分析に関連付けた局所組織の診断用保管データ
を、予め選択した類似性判定基準にしたがって比較する。
【０１６１】
　患者に関する局所組織の診断用データを用いて、類似する従前の組織分析を組織分析デ
ータベースで検索し得る。診断様式には、ＭＲＩ（Ｔ１、Ｔ２、ＤＷＩ、ＡＤＣ、ＦＡ，
ＳＷＩ、ＭＲＳ）、ＣＴ、超音波、ＳＰＥＣＴ、ＰＥＴ、ラマンスペクトル、ＯＣＴ、組
織染色高解像度光学撮像（検鏡他）が含まれるが、これらに限定されない。例えば、患者
に対して取得した局所組織の診断用データにラマンスペクトルが含まれる場合、組織分析
データベースを検索して、同様にラマンスペクトルを介して測定した局所組織の診断用保
管データを探し得る（ラマンスペクトルは組織分析データと相関して保存される）。患者
に対する測定ラマンスペクトルと保管したラマンスペクトルを比較し、類似するラマンス
ペクトルを有する従前の組織分析を探し得る。
【０１６２】
　ステップ６１５において、予め選択した類似性判定基準を満たす局所組織の診断用保管
データを有する１つ以上の類似する従前の局所組織分析を特定することにより、患者の局
所組織領域を表す可能性のある従前の組織分析を特定し得る。１つ以上の類似する従前の
局所組織分析に関連付けた組織分析データは、その後、以下に説明する他の用途に向けて
提供、表示、または、その他の方法で処理され得る。
【０１６３】
　上述したように、組織分析データベースは、組織分析を多数行い（例えば、同じ患者に
対して、または異なる患者に対して）、局所組織の診断用測定により得た局所組織の診断
用データと組織分析データを、データベースまたは好適なデータ構造に保存することで、
構築され得る。
【０１６４】
　例えば、組織分析データベースへの１つのエントリは、以下のように構成される。多数
の診断様式を用いて、患者の局所組織領域を調べる（エントリまたはデータ要素は、当然
、１つの診断様式による診断用データを含んでもよい）。本例では、３種類の診断様式を
用いる。追跡ラマンスペクトルプローブを用いて、局所組織領域の位置をそのラマンスペ
クトルと相関させる。また術中ＭＲＩを用いてＭＲＩ診断用データを取得する。この場合
、追跡および／またはナビゲーションシステムを用いれば、ＭＲＩデータをラマンスペク
トルと相関させることができる。最後に、追跡光学撮像装置を用いて局所組織領域を光学
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的に調べることで、組織の外観をラマンスペクトルとＭＲデータに相関させることができ
る。
【０１６５】
　これらの測定と関連付けた局所組織の診断用データを、局所領域に関する組織分析デー
タとともに、または、これと相関させて、上記データベース（または他の好適なデータ構
造）に保存する。組織分析データには病理データが含まれる。例えば、局所組織領域から
組織サンプルを切除して病理検査室へ送ると、その病理結果（細胞の種類、顕微鏡画像、
組織画像（例えば、Ｘ線、ＭＲＩ））は、組織分析データとして、術中に得た局所組織の
診断用データに相関され、組織データベースに１つのエントリとして保存され得る。
【０１６６】
　以下に説明するように、上記以外の種類の組織分析を、追加して、または、上記に代え
て、局所組織の診断用データに相関させて、組織分析データベースのエントリ（例えば、
データベース要素）を構成してもよい。この追加または代替の組織分析は、例えば、結果
データ（例えば、局所組織の診断用データを得た１つの医療処置の結果に関するデータ）
、診断用データ（例えば、所定の病理診断に関するデータ）、患者に関する追加データ（
例えば、個体群統計データ、遺伝子データおよび／または既往歴データ等であるが、これ
らに限定されない）を含むが、これらに限定されない。
【０１６７】
　いくつかの実装例では、２種類以上の異なる診断様式による診断用データを用いれば、
同一の組織領域を複数の組織分析で測定するため、より正確な組織分析が可能になる。
【０１６８】
　組織分析データベースには、上述したように、従前の組織分析による組織分析データが
格納されており、該データベースを使用して、組織種が同定されている医療処置（例えば
、組織切除の外科処置）を行う際、どの診断様式を使用すべきか、または、使用可能かを
指導または提案し得る。例えば、同定済み組織種（例えば、同定済み腫瘍種）の切除を行
う場合、組織分析データベースを検索して、特定の着目組織に対応する従前の組織分析を
特定することで、所定の組織種と相関した局所組織の診断用データに対して表示された診
断様式を特定できる。特定した診断様式は、上記組織切除中に用いられ、術中に得た局所
組織の診断用データを局所組織の診断用保管データと比較して術中に露出した組織を特定
し得る。こうした実施形態では、組織同定データベースに、そこに含まれるすべての局所
組織の診断用データが、組織分析データと相関させた診断用データを表示するように（例
えば、当該組織種と関連付けた特徴やシグネチャを表示しなかった局所組織の診断用デー
タを除外するように）、フィルタをかけてもよい。
【０１６９】
　一実施形態では、組織切除処置を、同定済みまたは疑わしい腫瘍種に対して予定しても
よい。図１１は、医療処置中に使用する好適な診断様式を選択し、その診断様式を用いて
、組織分析データベースに格納した局所組織の診断用データと局所組織の診断用保管デー
タとの間の類似性分析を行う方法を示すフローチャートである。例えば、組織の種類が膠
芽腫であると分かっている、または、疑われる臨床例に対して、組織切除を予定する。ス
テップ６２０に示すように、判定済みまたは疑われる組織種に関する診断用データを組織
分析データベースで検索する、これにより、ステップ６２５において、１つ以上の好適な
診断様式を特定する。
【０１７０】
　図１１に示す本例では、膠芽腫に関するデータベースエントリを組織同定データベース
で検索して、検索したデータベースエントリに関連付けた診断様式を特定する。例えば、
組織分析データベースの検索で、ラマンスペクトルと、Ｔ２　ＭＲＩ撮像と、ＡＤＣ　Ｍ
ＲＩ撮像が好適な診断様式であると特定されると、組織分析データベースには、膠芽腫が
特定スペクトルのシグネチャを有するラマンスペクトルと、組織が暗く写るＴ２　ＭＲＩ
画像データと、明るく写るＡＤＣ　ＭＲＩ画像データに関連付けられたエントリが保存さ
れている。
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【０１７１】
　したがって、この組織種の術中診断用測定にはこれらの診断様式が好適であると分かる
と、ステップ６３０に示すように、膠芽腫の切除を含むその後の医療処置（例えば、疑わ
しい病態または以前に行った生検に基づいて）は、これらの診断様式の診断装置を用いて
行われ得る。
【０１７２】
　医療処置中、暗いＴ２　ＭＲＩの局所組織領域と、ＡＤＣの明るい領域と、特定のラマ
ンスペクトルを有する領域とを膠芽腫に関連付けることで、腫瘍組織を術中に検出し得る
。こうした実施形態によると、より大きく正確な辺縁描写が可能になる。また、同時に、
脳の正常部位をより多く温存しながら、より完璧に近い腫瘍摘出を行うことができる。
【０１７３】
　図１２に別の実施形態を示す。図１２は、分光測定に基づいて異なる組織領域間の類似
性を判定する方法を示すフローチャートである。ステップ６４０に示すように、医療処置
中に生検サンプルを採取し得る。このサンプルは、ラマンスペクトルまたはハイパースペ
クトル撮像等の分光診断様式を用いて測定することで、当該組織に関連付けた特徴スペク
トルのシグネチャを取得し得る。例えば、組織種が腫瘍組織であると判定済みの場合を想
定すると、腫瘍の中心領域内の組織サンプルを採取することで、組織種が腫瘍組織である
ことが分かり得る。この組織サンプルに対する分光測定は、好適な生体外撮像装置を用い
て生体外で行い得る。
【０１７４】
　ステップ６５０に示すように、特徴スペクトルのシグネチャを有する生検サンプルの測
定により得た局所組織診断用データは、その後、術中用いる生体内分光診断装置（ラマン
プローブまたはハイパースペクトルプローブなど）による術中測定と比較することで、局
所組織領域（例えば、腫瘍摘出後残っている露出組織層）が組織サンプルと同じものか判
定し得る。この場合の判定は、ステップ６５５に示すように、組織サンプルの測定スペク
トルのシグネチャと、組織測定により術中に得た生体内スペクトル（１つまたは複数）と
の間の類似性を評価することで行い得る。このような実施形態を用いることで、腫瘍辺縁
にいつ達したかが示され、および／または、腫瘍辺縁への到達（手術計画に基づく判断）
を判定する別の根拠が確認され得る。
【０１７５】
　上述および図１０に示すフローチャートにより、組織分析データベースは、医療処置を
行っている間術中にアクセスおよび検索されることで、未同定の組織に関する組織分析情
報を得られ得る。こうした医療処置中、１つ以上の局所組織診断用測定を行うことで、局
所領域を生体内測定い得る。例えば、未同定組織領域に対して１つ以上の局所組織診断用
測定を行う医療処置の場合、上記診断用測定により得た局所組織診断用データをデータベ
ースの局所組織分析の保管データと比較することで、類似する局所組織診断用データを有
する従前の組織分析を検索し得る。
【０１７６】
　従前の局所組織分析が特定されると、従前の類似する局所組織分析に関連付けた組織分
析データを提供し、随意に、様々な用途に向けて処理し得る。例えば、各実施形態では、
病理データが未知の場合、１つ以上の類似する従前の組織分析による病理結果を組織デー
タベースで検索し、特定された場合提示することができる（例えば、図８Ａに図示）。
【０１７７】
　完全に自動化したコンピュータ支援型診断システムと認識されないように、このシステ
ムは、操作者がチェック可能な１つ以上の確認済み類似病理症例を提示することができる
。このデータは見直し可能であり、関連画像を視認で比較してチェックすることができる
。
【０１７８】
　図８Ｂを再度参照して、いくつかの実施形態では、類似性判定基準を満たすと思われる
局所組織の診断用保管データを、グラフィックなユーザ－インターフェースを用いて、操
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作者に提示し得る。一実装例では、類似する局所組織の診断用保管データが画像データで
ある場合、病態が確認されたが画像セットの領域を、比較モードにおいて、進行症例（医
者が比較対象としている）と同様のサイズ、方向および／または構成に調整して提示し得
る。この場合、画像を基に腫瘍病態対して最終的判断を行うのは無理かもしれないが、検
索結果に基づいて好適なデータを提示できる詳細かつ示唆に富む検索機能を得ることがで
きる。
【０１７９】
　一実施形態では、局所組織分析データベースは、従前の局所組織分析が１つ以上行われ
た医療処置中に記録した時間依存性医療処置データを含み得る。これにより、執刀医や操
作者は、上記各方法により特定した類似する従前の組織分析の一部またはそれ以上を再生
可能となり得る。この時間依存性医療処置データは、医療処置中用いた１つ以上の医療器
材の位置と方向に関連付けた時間依存性位置情報を含んでもよい。この情報を処理するこ
とで、医療処置の少なくとも一部における１つ以上の医療器材の時間依存性シミュレーシ
ョンを描画して表示すし得る。
【０１８０】
　一実施形態では、上記方法を、コンピュータ推奨手術計画を提示またはユーザ選択手術
計画を評価するよう構成してもよい。例えば、組織分析データベースは、類似する従前の
局所組織分析の少なくとも１つに対する手術計画データを含み得る。これにより、操作者
は、上述する各方法の１つによって類似する組織分析を特定した後、従前の組織分析で採
用した手術計画の１つ以上のステップを再考またはシミュレートできる。
【０１８１】
　別の実装例では、予定した患者に対する治療処置計画の概要を示す手術計画の提案を、
組織分析データベースに保存した手術計画データと比較し得る。これにより、臨床医は、
データベースに保存した類似手術計画の結果を観察または再考できる。いくつかの実施形
態では、上記方法を、コンピュータ推奨手術計画を提示、または、ユーザ選択手術計画を
評価するよう構成してもよい。例えば、類似腫瘍、組織、重要な組織構造に対して行った
同様の手法をデータベースで検索してもよい。この検索は上述のように行うことができる
が、最適な結果を求める検索ではなく、ユーザの選択肢に最も一致する手法を検索する。
【０１８２】
　図１３は、組織分析データベースを用いる方法例を示すフローチャートである。本実施
形態では、組織分析データベースには、すでに行った類似手術計画を有する従前の組織分
析の特定が含まれる。ステップ６６０において、患者に行う予定の医療処置と関連付けた
術前手術計画を取得する。ステップ６６２と６６４において、組織分析データベースにア
クセスし、１つ以上の従前の医療処置に関連付けた結果データと手術計画保管データを取
得する。ステップ６６６において、術前手術計画データと手術計画保管データを、予め選
択した類似性判定基準にしたがって比較する。ステップ６６８において、予め選択した類
似性判定基準を満たす手術計画保管データをもつ１つ以上の類似する従前の医療処置を特
定する。手術計画データが類似する１つ以上の従前の医療処置が特定されると、類似する
医療処置に関連付けた結果データを提供し得る。結果データは、例えば、所定の選択手術
計画の有効性を推定するために用い得る。
（従前の組織分析を用いた類似性分析方法）
【０１８３】
　本明細書に記載した実施形態の多くでは、患者に行った組織分析に関する局所組織分析
診断用データと、データベースに保存した局所組織分析診断用保管データの間の類似性を
評価することで、１つ以上の類似する従前の局所組織分析を特定する。こうした類似性評
価を行うには、まず、臨床面でデータセットの差別化を図る好適なメトリクスまたは判定
基準を選択することが必要である。局所診断用測定が画像で構成されている場合、コンピ
ュータビジョンにおいては、共通して、画像における局所的特徴を検出して記述する。こ
れら特徴は、キーポイントとして知られている。スケール不変性特徴変換（ＳＩＦＴ、米
国特許第６，７１１，２９３号明細書）等の方法は、画像データセットの検索を補助する
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局所的特徴の検出および記述を目的としたアルゴリズムの一例である。次の検索ステップ
としては、そのデータセットに関連付けた追加内容に基づきデータセットのサイズを縮小
する。まず、好適な判定基準の選択および測定を説明する。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、臨床データセットには、撮像コントラストダイナミックス（
インフローによるコントラスト，アウトフローによるコントラスト）、拡散情報（例えば
、ＦＡまたはＡＤＣマッピング）、定量的Ｔ１およびＴ２、ＣＴコントラストフロー、Ｐ
ＥＴ追跡ダイナミックスが含まれるが、これらに限定されない。これらすべてにおいて、
得られるデータは画像セットである。例えば、ＳＩＦＴ、ＳＵＲＦ（Ｈｅｒｂｅｒｔ　Ｂ
ａｙ，　Ａｎｄｒｅａｓ　Ｅｓｓ，　Ｔｉｎｎｅ　Ｔｕｙｔｅｌａａｒｓ，　Ｌｕｃ　Ｖ
ａｎ　Ｇｏｏｌ，　“ＳＵＲＦ：　Ｓｐｅｅｄｅｄ　Ｕｐ　Ｒｏｂｕｓｔ　Ｆｅａｔｕｒ
ｅｓ”，　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｕｎｄｅｒｓｔａｎ
ｄｉｎｇ　（ＣＶＩＵ），　Ｖｏｌ．　１　１０，　Ｎｏ．　３，　ｐｐ．　３４６－３
５９，　２００８）および主成分分析等の特徴抽出アルゴリズムを用いて、これら画像を
基幹要素へと分解する。データが基幹要素へと縮小されると、全画像データポイントでは
なく、基幹要素を含むより低い次元スペースにおいて検索を行うことができる。
【０１８５】
　図１４Ａと１４Ｂに、新たな臨床画像データを保管データセットにマッチングする処理
を示す。一例（図１４Ａに図示）における処理では、まず、新たに取得した画像データ（
ステップ６８０）を基幹要素へと分解する（ステップ６８２）。新たに推定した基幹要素
値を、データベースにすでに保存されている基幹要素と比較する（ステップ６８４）（例
えば、ベクトル距離計算）。検索アルゴリズムは、例えば、最近傍分類法（ステップ６８
６）、ベイズ分類法、および、一般的クラスタ化アルゴリズムである。
【０１８６】
　図１４Ｂに、患者別データを保管データセットのものと比較する別の方法を示す。ここ
では、判定基準を保管データセットのデータから推定し（ステップ６９０）、これらの判
定基準を、多次元ガウス分布により記述した各クラスタに分類する（ステップ６９２）（
参照「Ｆｉｎｄｉｎｇｓ　Ｇｒｏｕｐｓ　ｉｎ　Ｄａｔａ：　Ａｎ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔ
ｉｏｎ　ｔｏ　Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ａｎａｌｙｓｉ」（Ｌ．　Ｋａｕｆｍａｎ　ａｎｄ　Ｐ
．　Ｊ．　Ｒｏｕｓｓｅｅｕｗ，　Ｗｉｌｅｙ　Ｓｅｒｉｅｓ　ｉｎ　Ｐｒｏｂａｂｉｌ
ｉｔｙ　ａｎｄ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ））。特定の患者の術前および術中のデータを取
得し（ステップ６９４）、このデータの判定基準を推定する（ステップ６９６）。最後に
、条件付き確率を推定し（ステップ６９８）、新たに取得したデータが属する可能性が一
番高いガウス分布を特定する。保管データセットからの、外科処置結果、生存率、術後の
合併症、生活の質（ＱＯＬ）尺度等の臨床データ（ステップ６９９）を用いて、患者の治
療を想定して十分な準備を行う。これらは即座に利用可能であるが、上述の手法では、臨
床関連判定基準の代わりに抽象的判定基準を抽出して比較する。この手法は、データのス
プリアスノイズによってバイアスがかかることがあり、マッチングを判定する論理的根拠
を見分けることは簡単ではない。
【０１８７】
　腫瘍サイズ、脳内組織構造の腫瘍位置、腫瘍組織細胞および病理結果等のさらなる判定
基準を撮像結果と組み合わせて用いることで、データセットに臨床関連判定基準を追加し
得る。このように、検索データセット範囲（検索スペースとしても知られる）は、ｉ）画
像を分解することで得た基幹要素と、ｉｉ）上述した追加臨床関連判定基準の、２つのセ
ットで構成される。一例では、臨床画像データ（ＭＲ、ＣＴ等）を分解することで腫瘍サ
イズを推定し、腫瘍を単離してその表面領域と体積を演算する。腫瘍単離のための画像デ
ータの分解は、３次元データの構築に通常用いる各元画像片（例えば、ＭＲＩの２次元画
像片）の２次元スペースで行われ得る。２次元画像の分割には、領域別分割方法（例えば
、領域増大、領域分割・併合、任意の分割）、データクラスタ化方法（例えば、階層性ク
ラスタ化、区画クラスタ化）、または、輪郭に基づく分割方法（例えば、流域分割、マー



(33) JP 6611612 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

カ型手法）が用いられ得る。これらの方法は、コンピュータビジョン産業では知られてお
り、「Ｔｕｔｏｒｉａｌ：　Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ」（Ｙｕ－Ｈｓｉａ
ｎｇ　Ｗａｎｇ、Ｇｒａｄｕａｔｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ｉｔｙ，　Ｔａｉｐｅｉ，　Ｔａｉｗａｎ，　ＲＯＣ）において、一般画像データおよび
臨床画像の観点から説明されている。本来、３次元分割手法も使用可能である。
【０１８８】
　脳内組織構造に対する腫瘍の位置を、まず、脳に対して特定した腫瘍位置に基づいて演
繹する。これには、上述した腫瘍領域の質量中心を特定することにより実現し得る。この
質量中心位置を、患者の脳に相対表示する。最後に、この位置について、「Ｃｏｎｔｉｎ
ｕｏｕｓ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔａｌａｉ
ｒａｃｈ－Ｔｏｕｒｎｏｕｘ　Ｂｒａｉｎ　Ａｔｌａｓｔ」（Ｎｅｕｒｏｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｃｓ，　Ｖｏｌ．　３，　２００５）に説明されている「Ｃｅｒｅｆｙ　Ｂｒａｉｎ
　Ａｔｌａｓ」等の一般的な脳アトラスを参照して解釈することで、その腫瘍の解剖学的
位置の関連付けが可能になる。この位置特定には、患者画像とアトラス原型との間に標準
的な画像同時位置合わせ技術を適用する。
【０１８９】
　腫瘍組織構造は、拡散強調共鳴（ＭＲ）撮像方式で測定した見かけ上の拡散係数（ＡＤ
Ｃ）等の撮像技術で定量化する。これまでの出版物で、ＡＤＣと細胞性の間の相関性は説
明されてきた（参照「Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ－ｗｅｉｇｈｔｅｄ　ＭＲ　ｉｍａｇｉｎｇ　
ｏｆ　ｔｈｅ　ｂｒａｉｎ：　ｖａｌｕｅ　ｏｆ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｎｇ　ｂ
ｅｔｗｅｅｎ　ｅｘｔｒａａｘｉａｌ　ｃｙｓｔｓ　ａｎｄ　ｅｐｉｄｅｒｍｏｉｄ　ｔ
ｕｍｏｒｓ」（Ｊ　Ｓ　Ｔｓｕｒｕｄａ，　Ｗ　Ｍ　Ｃｈｅｗ，　Ｍ　Ｅ　Ｍｏｓｅｌｅ
ｙ　ａｎｄ　Ｄ　Ｎｏｒｍａｎ，　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｏｅｎ
ｔｇｅｎｏｌｏｇｙ，　Ｎｏｖ．　１９９０，　Ｖｏｌ．　１５５，　Ｎｏ．　５）。し
たがって、この相関を用いて、測定したＡＤＣ値を細胞性尺度に変換する数学モデルを構
築することができる。要約すると、上述した臨床関連判定基準のすべてを定量化して臨床
画像に関連付けることで、臨床関連判定基準に基づいて検索可能データセットに到達し得
る。
【０１９０】
　最後に、以下のように、病理情報も臨床関連判定基準として追加してもよい。生検は、
外科による腫瘍切除前に行われることが多い。摘出組織サンプルは、生化学的処理または
単一クローン抗体を用いて病理検査室で分析され、腫瘍種を同定し得る（参照「Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｎｇ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｈｕｍ
ａｎ　ｇｌｉｏｍａｓ　ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ　ａｎｔｉｂｏｄｙ
　Ｋｉ－６７」，　Ｚｕｂｅｒ　ｅｔ．　ａｌ．，　Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇｅｒｙ，　１９
８８，　Ｖｏｌ．　２２，　Ｉｓｓｕｅ　２））。同様に、外科処置中切除した組織サン
プルのいくつかはこうした病理分析用に取っておく。こうした病理分析で得た情報は、病
理分析結果を、分析組織サンプルを採取した正確な位置と時点に関連付けることで、外科
処置中に収集したデータセットに追加し得る。このように、病理分析結果は、外科処置の
記録中に取得した原位置と時間情報に関連付けたメタデータと捉えることができる。
【０１９１】
　メタデータを位置と時間情報とは独立して検索することで、特定の外科処置に類似する
過去の外科処置（保管データ）を特定する。この場合の検索アルゴリズムは、大量のテキ
ストデータでテキスト列を検索する際に通常用いる、テキスト用検索アルゴリズムであり
得る（参照：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ：　「Ａ　ｆａｓｔ　ｓｔｒｉｎｇ　ｓｅａｒｃｈｉｎ
ｇ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ」（Ｃｏｍｍ．　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ，　２０（１０）：　７６２－７７２））。特定患者の病
理を保管データのものを用いて特定することで、過去に同様の病態であった他の患者の経
過観察に基づいて、該特定の患者の予想臨床結果を評価する一助となり得る。
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【０１９２】
　局所非画像診断様式による特定のメトリクスを用いて構築データベースを検索する同様
の検索手段も可能である。例えば、代謝産物の濃度と比率、局所散在または吸収、組織の
硬度（弾性度）、異方性等のメトリクスを用いることが可能であるが、これらに限定され
ない。
【０１９３】
　他の場合では、局所撮像様式を用いることで、強調画質、解像度および／または外部撮
像プローブでしか撮像できないコントラスト機序の測定が可能になる。こうして撮像する
ことで、定量的メトリクスを着目組織サンプルに相関させる類のない機会が得られる。ま
た、診断、領域―局所画像間の位置合わせが容易になり、病理検査を介した検出から診断
までを通して、生検サンプルを追跡する手段が提供することができる。
【０１９４】
　類似性評価における他の分析可能な情報には、年齢、体重、特定の遺伝変種の存在、ウ
ィルスの露見または存在、罹患率情報等の特定の患者情報があり得る。例えば、こうした
より定性的メトリクスに定量的ランク付けを好適に行い各特徴と関連付けることで、類似
性を計算でき得る。
【０１９５】
　スコアを患者情報に関連付ける一例は、癌再発スコアを腫瘍サイズと腫瘍レベルに関連
付けることが挙げられるが、これに限定されない（参照「Ａ　ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ－ｂ
ａｓｅｄ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｕｍｏｒ　ｇｅｎｅ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　
ｒｉｓｋ　ｏｆ　ｂｒｅａｓｔ　ｃａｎｃｅｒ　ｄｅａｔｈ　ａｍｏｎｇ　ｌｙｍｐｈ　
ｎｏｄｅ－ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐａｔｉｅｎｔｓ」，　Ｈａｂｅｌ　ｅｔ．　ａｌ．，　
Ｂｒｅａｓｔ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２００６，　Ｖｏｌ．　８，　Ｎｏ．
　３」）。したがって、上述した腫瘍サイズの推定を罹患率情報と関連付けてもよい。後
者の情報は、保管データセット中の他の患者を特定する際の検索判定基準として使用可能
な別のメタデータである。こうして特定した情報は、生存率や術後の生活の質等、外科処
置により起こり得る結果の推定に用いることができる。この情報はまた、特定の患者に対
する好適な術後治療を選択する際の一助となる。例えば、腫瘍サイズが癌再発の可能性が
高い（高いスコア）ことを示す場合、撮像を頻繁に行うことで患者をより注意深く観察し
て、再発の可能性を監視することができる。
【０１９６】
　いくつかの実施形態では、類似性分析において１つ以上の判定基準が他よりも重み付け
が大きいと評価されるように、組織分析データベースの検索および関連する類似性分析に
重み付け係数の付加を行ってもよい。一実装例では、１つ以上の重み付け係数を事前に選
択することができる。別の実装例では、１つ以上の重み付け係数を決定樹に関連付けるこ
とができる。さらに別の実装例では、１つ以上の重み付け係数を操作者が選択され得る（
例えば、医療処置中に動的に選択）。例えば、腫瘍がステージ４の多形膠芽腫（ＧＢＭ）
であると確定診断されている、または、疑われる腫瘍に対する医療処置の場合、ＭＲＩコ
ントラストの重み付けは、例えば、２としてより高いものとなる一方、他のすべての係数
は１として重み付けされ得る。別の例では、ステージ２の多形膠芽腫（ＧＢＭ）の場合、
ＤＷＩ　ＡＤＣ値の重み付けは、例えば、３としてより高いものとなる一方、他のすべて
の係数は１となり得る。別の実施形態では、一患者または多数の患者層の多数のデータポ
イントを網羅する包括的計算に基づいて、特徴重み付けを決定してもよい。
【０１９７】
　一実施形態では、重み付けを、操作者の結果に対する解釈に基づいて付加してもよい。
例えば、局所ラマン信号が高品質であり、患者の体内組織における差異を明確に表してい
ると執刀医が判断する場合、その重み付け係数を、当該領域のＣＴ潅流等のものよりも高
く設定するよう選択してもよい。また、画像セット間の位置合わせ精度が低い、または画
質が不十分である考えられる場合、領域またはＡＤＣ値等の重み付けが低いパラメータを
着目領域から除外するよう選択してもよい。さらに、局所術中画像は、放射線科のデータ
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に再位置合わせ可能である。システムの診断（放射線科）用途において上述したように、
こうるすことで診断報告を今後向上させることができる。このようにして、より高品質の
画像を体内の組織サンプル採取や病理分析に対する代用技術として用いることができ、現
在最も普及している組織特定と比較して精度を向上することができる。
【実施例】
【０１９８】
　以下の例では、本発明の多種多様な非限定的実装例や態様が、脳腫瘍の摘出を含む術前
、術中、術後の神経外科処置を背景として例示される。各例は、当業者の本発明の実施形
態への理解を助長し実践可能とすることを目的とするものであり、単なる例示であって、
本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【０１９９】
　術前分析および組織分析データベースの検索
　第１の例では、図１５に示すように、本発明の各種態様を、術前撮像と組織生検を含む
術前処置に対して用いる。図１５は、上述した方法の一実装例の各態様間の関係を示す図
であり、組織同定データベース５００の検索に基づいて検索結果を示すために、どのよう
に各種診断用測定と入力を用いるかを示している。本実装例では、領域画像データ７００
と、局所診断用測定７０２と、組織分析データ７０４とを利用して、一患者の画像および
病理結果をリンクし、また、複数の患者間の結果をリンクしている。
【０２００】
　図の中央に、脳室に発生した腫瘍５３２が脳表面まで増殖している脳７６０の軸方向図
を示す。この腫瘍は、３つの異なるテクスチャーで示されており、それぞれ、３つの異な
る腫瘍細胞種を表している。この図には、生物学的に異質であり、同時に、画像での写り
方、病理、治療に対する反応においてそれぞれ異質であり得る各腫瘍を示す。
【０２０１】
　追跡医療器材５３４が腫瘍に対して図示されており、腫瘍の場所を指し示している。追
跡システムと先端追跡方法（追跡対象は、着目組織内、または、処置における解像度にお
いて、先端が１ｍｍより大きく撓む可撓性器材）と連動して用いることで、着目組織に対
する外科器具の位置が確実に分かる。
【０２０２】
　医療器材５３４を生検サンプル採取装置と併せて用いる場合、生検器材の作動をサンプ
ル採取と連携して測定し、サンプルは、病理分析の場所に対して一意に特定可能に保存ま
たは追跡される。この病理結果は、サンプル採取位置に対して記録かつ表示することがで
きる。
【０２０３】
　上述したように、位置を画像閲覧システム上に表示し、サンプル採取位置に対応する領
域画像７００上の参照マーカ（例えば、ラベルまたはタッグ）を特定することができる。
このラベルを選択すると、システムは、対応する病理報告をスクリーン上に表示する。複
数のサンプルを複数の部位から選択した場合、各位置に報告が関連付けられている。これ
については、図８Ａを参照して上述した。
【０２０４】
　例えば、位置合わせ誤差や画像に関連する歪曲のため、ナビゲーションシステムは特定
のサンプル採取時点で先端位置精度を関連付けている。先端の全体的精度を推定し、追跡
ニードル先端の推定位置の周りに可視表示する（円状または球状表示等）。
【０２０５】
　一実施形態では、ユーザが病理結果をリンクしたポイントを選択すると、データベース
５００を検索し、類似のメトリクスをもつ他の研究結果を探す。いくつかの他の実施形態
では、メトリクス７３０には定量的画像メトリクスを含む。このメトリクスは、例えば、
撮像コントラストダイナミックス（インフローによるコントラスト，アウトフローによる
コントラスト）、拡散情報（ＡＤＣマッピング）、定量的Ｔ１およびＴ２、ＣＴコントラ
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ストフロー、ＰＥＴ追跡ダイナミックスであるが、これらに限定されない。腫瘍サイズ、
腫瘍の病態または組織構造、病理結果等のさらなるメトリクスを画像結果と組み合わせて
用いることで、位置特定と検索を可能にする。さらに別のメトリクスには、年齢、体重、
特定の遺伝変種の存在等の特定の患者情報が含まれている。こうしたより定性的特徴では
、定量的ランク付けを必ず各特徴と関連付ける。
【０２０６】
　７４０において、データベースの検索は、検索における重み付けがより大きいメトリク
ス７３０に対して重み付けが行われる。重み付けは事前設定するか、決定樹に関連付ける
か、ユーザが選択する。例えば、腫瘍がステージ４の多形膠芽腫（ＧＢＭ）の場合、ＭＲ
Ｉコントラストの重み付けは、例えば、２としてより高いものとなる一方、他のすべての
係数は１として重み付けされる。別の例では、ステージ２の多形膠芽腫（ＧＢＭ）では、
ＤＷＩ　ＡＤＣ値の重み付けは、例えば、３としてより高いものとなる一方、他のすべて
の係数は１となる。別の実施形態では、重み付けを、一患者または多数の患者層の多数の
データポイントを網羅する包括的計算に基づいて決定してもよい。
【０２０７】
　病態が不明の診断画像の場合、比較可能な病理結果セットを、上述した類似検索に基づ
いて提示できる。完全に自動化したコンピュータ支援型診断システムと認識されないよう
に、７４２に示すように、本システムは、ユーザがチェック可能な確認済み類似病理症例
のセットを提示する。これらの症例セットは見直し可能であり、関連画像を視認で比較し
てチェックする。
【０２０８】
　表示を効率的に行うために、病態が確認済みの画像セットの領域を、比較モードで、進
行中の症例（医者が比較を行っている症例）と同様の構成に調整かつ提示する。この場合
、画像を基に腫瘍病態対して最終的判断を行うのは無理かもしれないが、検索結果に基づ
く好適なデータを提示できる検索機能を提供できる。
【０２０９】
　局所の生体内画像７０２を、生検サンプルの採取と同時に取得した場合、生体内画像は
、病理結果のタッグとして、同一位置に同様に提示可能である。対応する病理結果がない
場合、その病理結果の代わりに表示される。局所画像様式７０２は、例えば、ＯＣＴ、高
周波超音波、分光、ＭＲＩ、ＭＲ分光、組織伝導性、電磁波撮像等である。
【０２１０】
　局所画像による特定のメトリクスを用いて、構築データベース７４０を介した同様の検
索方法も可能である。使用可能なメトリクスは、例えば、代謝産物の濃度と比率、局所散
在または吸収、組織の硬度（弾性度）、異方性等である。殆どの場合、局所画像により、
大きく強調した画質、解像度、または、外部撮像プローブでしか撮像できないコントラス
ト機序の測定が可能になる。こうして撮像することで、定量的メトリクスを着目組織サン
プルに相関させる類のない機会が得られる。また、診断、領域―局所画像間の位置合わせ
が容易になり、病理検査を介した検出から診断までを通して、生検サンプルを追跡する手
段が提供される。
【０２１１】
　図１５の図示は、各種メトリクス７３０（撮像メトリクス、腫瘍形態、腫瘍のサイズと
位置、ポイント撮像メトリクス、および病理結果）を判定するソフトウェアエンジン７４
０への、様々な入力（領域画像７０６、局所画像または他の診断用測定７０２、および、
病理データ７０４）である。これらのメトリクス７３０は、その患者の関連データベース
に役立てることができる。また、５００に示すように、特定の患者のデータベースまたは
他のデータベースを検索して、類似画像や病態、患者の予想結果の位置特定に用いること
ができる。
【０２１２】
　一実装例では、例えば、事前設定した重み付け、状況判断により選択した重み付け、ユ
ーザ選択または修正重み付け、画質尺度に基づき選択または修正した重み付け（例えば、
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不正確な場合は受け付けない）、適応選択または指導に基づく選択による重み付けによる
特徴の重み付けを用いて、上述した検索アルゴリズムによる検索を行う。
【０２１３】
　７４２に示すように、その結果を事前設定、状況判断、またはユーザ選択によるものと
して、例えば、その施設データベースからの上位１０位として常に提示する。これらの大
型データセットは迅速にアクセス可能であることが望ましく、これにより、通常表示する
セット数を、検索結果の処理中にプレインストールできるようにする。
【実施例２】
【０２１４】
　術前分析および組織分析データベースの検索
　本システムの臨床利用を示す別の実装例では、図１６に示すように、本システムの一実
施形態を、患者の外科および治療計画に対して利用することである。図１６は、術前の画
像、病態、点源画像データを治療と外科の計画における方針決定促進を図るために具体的
に利用する、一実施形態を示す図である。その患者、または、画像および／または病理が
類似する複数の患者に行った以前の外科治療結果のデータを、アルゴリズム検索に基づき
提示する。
【０２１５】
　この場合、術前画像７０６、病理結果７０８、治療に用いた装置またはシステム（すな
わち、装置の物理的特性、治療様式の特性）の知識に基づき、その患者の予想結果を、画
像、病態、病状が類似する複数の患者に基づき提示する。この情報を治療および手術計画
ニングに活かしながら、最適な手法をその患者に対して選択する。
【０２１６】
　図の中心に、図１５に示すものと同じ脳７７０の軸方向図を示すが、この図では、外科
器具７７２を同じ座標フレームに示す。この場合、器具は、導入器を用いた外科用アクセ
スポートとして示されている。
【０２１７】
　本実装例では、関連装置のモデルおよび構造と術前画像による腫瘍を提示し、例えば、
コンピュータ推奨治療計画を提示、または、ユーザ選択治療計画の評価を行う。
【０２１８】
　コンピュータ推奨治療プランを選択する場合、ソフトウェアシステムは、データベース
５００に検索をかけ（７４４に図示）、各種メトリクスまたは判定基準７３２をもつ腫瘍
、例えば、病理、サイズ、脳内位置が類似し、神経束が対応し、同様の外科手順が行われ
た、すなわち、同様の装置（例えば、アクセスポート）を用いた重要な構造部位が一致す
る腫瘍を探す。対応する神経束は、腫瘍位置を脳アトラスに関連付けることで同定できる
。さらに、ＤＴＩアトラス（ｗｗｗ．ｄｔｉａｔｌａｓ．ｏｒｇで利用可能なアトラス等
）を用いて、当該領域の神経束を同定する。
【０２１９】
　着目組織領域に関連付けた各種特性を術前画像７０６から取得する。例えば、腫瘍量を
複数の様式による画像から判断する。硬度等の腫瘍メトリクス７３２を、外部撮像（ＤＷ
Ｉ，Ｔ２，ＭＲ弾性率計測法）、生検（ＯＣＴ測定硬度、組織異方性、バイオセンサ、す
なわち、直圧式測定）と連動して用いる場合は内部画像を用いて判定または推定する。ま
たは、病態も腫瘍モデル（血管質、組織の繊維形成）の特定に役立つ。最後に、術前診断
情報を用いて各種検索判定基準をランク付けする。例えば、患者がすでに膠芽腫と診断さ
れている場合、膠芽腫は主に前頭葉と側頭葉に限定されるため、検索判定基準は、これら
の領域に位置する腫瘍に対応する保管データまたはデータベース（５００）の過去の外科
データに対して、より高い重み付けを加える。
【０２２０】
　最終結果７４６は、例えば、同じ選択外科手法、患者の関連結果、および術後画像をも
つランク付け症例群であり、患者の結果は定量化され、最適値を重み付けランクに基づい
て計算する。
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【０２２１】
　さらなる実施形態では、器具の位置を各処置に対して追跡する場合、執刀医は各装置と
、その症例に対して選択した器具の位置を見定める。このようにして、執刀医に、類似す
る症例やその手法と結果を通知する。
【０２２２】
　上記腫瘍モデルを用いる第２の方法では、執刀医は、被選択腫瘍切除の外科経路を、デ
ータベースの検索により腫瘍モデルを用いて予測選択するが、腫瘍モデルを用いない場合
もある。腫瘍モデルにより予想結果が分かる場合もある。
【０２２３】
　外科経路を検索判定基準として用いる非限定的一例では、器具の経路と外科切除する予
想腫瘍量について、データベースを検索して、類似の腫瘍、組織、重要な組織構造に対し
て採られた同様の手法を探す。この検索は上述と同様に行われ、ユーザ選択手法に最も適
合するように行われる。
【０２２４】
　例えば、この場合の検索は、まず、予定した外科経路を保管データセットに先に保存し
た外科経路にマッチングすることからなる。各外科経路は、ベクトルセットとして表して
もよい。この場合、１つのベクトルセットで外科経路全体を構成し、各ベクトルが外科経
路の各セグメントを順次表す。上述した方向付けベクトル経路と保管データセットに保存
した以前のものとの間の一致度は、ハミング距離またはレーベンシュタイン距離（参照「
“Ｅｒｒｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｅｒｒｏｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｎｇ　ｃｏ
ｄｅ」（Ｂｅｌｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ，　１９５０，
　２９（２）：１４７－１６０））といった数学テクニックを用いて推定する。これらの
数学論理によって、方向付けベクトル経路の各対の間の類似度がわかり、検索判定基準と
して用いることができる。検索を、予定した外科処置の推定量が保管データセットのもの
と一致する症例にさらに限定可能である。したがって、外科経路と腫瘍サイズとかなり高
い一致度の以前の外科処置を執刀医に提示し、実際に外科処置を始める前に検討すること
ができる。
【０２２５】
　本システムは、当該領域に特定の外科手法を行った処置セット７４６を提示し、ユーザ
は、画像と実際の症例（当該領域で用いた外科器具の動きと画像の記録）を閲覧して確認
する。同様に、外科処置の結果を患者の結果に対して検索した場合、外科手法の経済的影
響を考慮する。
【０２２６】
　一例では、限定はされないが、各外科器具はナビゲーションシステムによって一意に特
定かつ追跡されるため、ある外科処置の各段階で用いる外科器具そのものを記録してもよ
い。また、各外科器具は、その資本コスト、使用ごとのコスト（例えば、器具に関わる廃
棄可能物または消耗品）、その器具を使用する技術スタッフのコスト等のパラメータをさ
らに付加してもよい。こうすることで、１回の外科処置で用いるすべての器具、または、
特定の器具のコスト合計を計算し、全器具の位置および時間情報とともに保存できる。こ
うした情報によって、外科チームや病院管理担当が様々な外科処置のコストを正確に計算
することが容易になる。
【実施例３】
【０２２７】
　術中分析および組織分析データベースの検索　
　図１７に、術前画像（手術計画７１２の一環として）、術中画像７１０（全域画像、領
域画像、ポイント画像）、術中病態７１６、術中処置検査７１４（例えば、電気生理学検
査）を具体的に利用して、組織の差別化および治療における方針決定を促進する方法を示
す。一患者または画像および／または病理が類似する複数の患者に行った以前の外科手術
結果がアルゴリズム検索７４８に基づいて提示される７５０ように、メトリクス７３４に
基づいてデータベース５００を検索する。図１７は、本システムの一実施形態を外科また
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は治療指導の点から考慮した一実装例を示す。図の中央に、アクセスポート７８２と追跡
外科器具７８４（生検装置、外科切除装置、または、ポイント撮像プローブ）を重畳した
脳７８０の軸方向図を示す。
【０２２８】
　図１７の図示では、図１５に図示した腫瘍の多くが摘出され、腫瘍のごく一部が残存し
ている。こうして、上述のシステムは最大の威力を発揮する。外科分野における最も大き
な課題は、腫瘍辺縁において腫瘍を慎重に切除することである。外科器具、画像、病態を
このように追跡することで、関連付けた画像と病理結果をその有用性と予測性を最大限に
駆使して用いることができ、これにより、患者腫瘍の各領域内での腫瘍位置と脳とをより
確実に見分けることができる。
【０２２９】
　図１７の図示では、図１５に図示した腫瘍の多くが摘出され、腫瘍のごく一部が残存し
ている。完全除去の遂行と正常組織損傷の最小化は、腫瘍切除において常に挑戦課題であ
り、この両最終目的の間のバランスをとることが求められる。外科手法と、使用器具と、
病理や他の関連判定基準を追跡することで、本システムは、切除手技に遡及情報を付加す
る（例えば、特定の外科チームや処置に対しては綿密に、利用可能な全記録については広
範囲に）ことで、外科方針決定を助長する。例えば、特定の腫瘍サイズ、腫瘍位置、神経
線維位置、病理、患者別情報（年齢、ウィルス状態、遺伝子背景）では、メトリクスが類
似する従前の症例群が関連付けられて存在する。これらの症例には、腫瘍辺縁の特定に慎
重になり過ぎたために腫瘍辺縁が残り、その結果、残った腫瘍が視認される（例えば、Ｍ
ＲＩによって）症例が含まれ得る。別の症例では、辺縁特定が積極的過ぎたために認知障
害を引き起こすこともある。各症例において、体積測定を重畳することで外科切除辺縁に
関連するＭＲＩ腫瘍量等の術前画像、または辺縁における組織状態のラマンスペクトルの
シグネチャ等の術中撮像結果を、辺縁に関連付けることができる。辺縁の主要繊維路への
近接等の追加情報を辺縁に対して測定することで、神経損傷を引き起こす程の過度な近接
を判定することも可能である。この情報を執刀医に提示すれば、上述した従前の類似性検
索の提示による指導と同様に、このデータを基に、執刀医が辺縁切除を過度でもなく不十
分でもない程度に行えるようにする。同様に、ポートの先端または外科開創器の先端等の
外科器具と併せて圧力センサを用いることで、周囲の領域にかかる圧力の平均またはピー
クの測定が可能になる。ポートの位置決めや組織収縮範囲と位置に関する類似症例に関連
付けた臨床結果を検索することで、特定の外科処置に対する許容ピーク圧力の閾値が分か
る。
【０２３０】
　図１８Ａと１８Ｂに、アクセスポートを下側に示す一実装例を示す。この図の左上には
、エキソスコープ等の装置による映像スキャンで観察される複数種類の組織の表示８００
を示す。ここでは、多様な色やテクスチャーにより、複数種類の組織の外見を構成してい
る。外見の異なる５つの別々の組織の島が、組織間の平面を表す線、血管、または神経線
維とともに示されており、組織の光学的観察だけでは組織種を確実に区別するのは不可能
である。
【０２３１】
　図１８Ｃには、組織の島８１５を、アクセスポート７８２を介して調べるプローブ８１
０が図示されている。一実装例では、このプローブはラマンプローブである。ラマンプロ
ーブにより得た関連組織スペクトルを、図１９の「生体内画像データ」の８５０に周波数
スペクトルで示している。ポート内およびビデオ画像における特定の部位は、ラマン撮像
プローブ８１０の先端位置で追跡することで位置特定できる。この特定部位は、これに関
連付けて、外科処置中に収集局所画像データまたは従前の画像検査による局所画像データ
が付加されている（この情報は、各種位置合わせ方法を介して位置合わせ可能）。この特
定の部位には、さらに、外科処置中または従前の生体内外科スキャンで取得した関連領域
画像データまたは体積撮像データが付加されている。
【０２３２】
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　空間位置合わせが好適に行われると、他の撮像データに関連付けた追加のメトリクス、
例えば、コントラスト取込み、ＤＷＩ　ＡＤＣ値、または、他の組織の差別化または特徴
付けに役立つメトリクス等を、特定のサンプリングポイント（またはプローブで輪郭特定
した領域）に関連付けることができる。一例では、限定はされないが、ラマンデータ取得
位置と同じ位置で測定したＡＤＣ値に対応するＤＷＩ　ＡＤＣ画像の全領域を強調するこ
とで、図１８Ｂに示すような再フォーマット化した画像を作成できる。ここで説明する画
像強調は、ＤＷＩ　ＡＤＣ画像ピクセルを上述した特定の値で選択的に色付けすることで
実現される。
【０２３３】
　図１８Ｂを参照して、アクセスポート７８２の下方に、映像スキャンによる表示８０５
が図示されており、同じポート軌跡の下方に画像の上述した再フォーマット化して位置合
わせした画像表示を表している。ＤＷＩ　ＡＤＣ画像は、ポート下方の表示と一致させる
ために変換が必要であるため、位置合わせが必要となる。着目組織のこの表示では、組織
の島は同様の外見と分類を有していることが分かる。
【０２３４】
　図１９は、着目組織の特徴付けに多数の組織メトリクスを利用する方法と、類似のメト
リクスで特徴づけられる類似組織種のデータベース検索に情報を利用する方法を示す図で
ある。ランク付けした類似の組織種を、それぞれの全体画像セット、病理、患者情報に関
連付け、医者に提示する。図１９に示すように、これらの特徴は、現在調べている着目組
織の差別化に役立つ。これは、「生体内画像データ」と題したボックスに８５０で示す。
着目ポイントは、ｉ）局所定量的データ（ラマンスペクトルのピーク間の比率、組織異方
性等のポイント絶対量、上述のようなＡＤＣ測定に基づく特定可能な判定できる組織密度
）、ｉｉ）局所画像合体特徴セット（局所レベルの組織構造、ｉｉｉ）術中画像合体特徴
セット（ＤＷＩ、コントラストフロー等）、ｉｖ）術前画像合体特徴セット（ＤＷＩ、コ
ントラストフロー等を含む位置合わせデータ）等の異なるメトリクスまたは判定基準に関
連付けることができる。これらのメトリクスは、図の「比較」８６０に示すように、類似
性分析またはアルゴリズムに基づく類似組織のデータベース検索に用いることもできる。
実際の比較のメカニズムは、図１４Ａと１４Ｂに示されている。
【０２３５】
　データベースの検索は、上述した重み付けやランク付けと同様に行うことができる。い
くつかの実施形態では、検索は、同じ患者の他の領域に行った測定を介して取得した診断
用データに基づいて行われる。小さな外科ウィンドウの画像を介して大きな着目領域に外
科処置を行う場合、執刀医が各組織領域間を次々と移動していくうちに、着目領域の全体
像を俯瞰することができなくなる。
【０２３６】
　特定の領域を、保管データセットの以前に保存したデータと比較して上述したように調
べると、調べた領域のいくつかが同一の処置中に保存され、簡単に呼び出すことができる
。言い換えれば、検索したデータベースまたは保管データセットは、その時点で、元の保
管データセットと、最近調査対象となったすべての新たな組織領域とで構成される。同じ
検索アルゴリズムを用いることで、拡張データセットに対して新しいデータを検索できる
。したがって、執刀医は、新たな組織領域を、以前に分析した組織領域に対して比較する
可能性を探求できる。例えば、新たな組織領域のラマン分光データを、同じ患者の以前に
分析した組織領域のラマン分光データと比較することができる。
【０２３７】
　執刀医はこの情報を用いて、調べている局所組織が隣接する組織に類似しているか、以
前に確認した組織により類似しているかを調べることができ、また、他の画像メトリクス
に基づいてそれらを差別化できる。したがって、以前の利用可能な情報を参照し、様々な
組織メトリクスを用いて調べることができる。
【０２３８】
　上述の別の例では、術中画像と術前画像を組み合わせて、類似性メトリクスに基づいて
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病理タイプ群をより上手く特定することができる。
【実施例４】
【０２３９】
　術中分析と組織分析データベースの検索　
　図２０に、予想される結果を得るために、術後画像７２０、術後病理データ７２４、術
後治療結果７２２を具体的に利用して、次の治療段階における方針決定を促進する別の実
施形態を示す。図２０に示すように、複数の組織メトリクスを着目組織の特徴付けに用い
、類似メトリクスデータベース５００上で特徴を特定した類似組織種のデータベース検索
への情報の利用方法を、１つ以上のメトリクス７３６を用いて検索する（７５２）。これ
は、一患者、または、画像および／または病態および／または治療反応７５４が類似する
複数の患者に行った以前の外科手術の結果を、アルゴリズム検索７５２に基づいて提示す
るように行われる。
【０２４０】
　図の中央に、腫瘍７９２と神経束が重畳された脳７９０の軸方向図を示す。この例では
、腫瘍と脳組織を、全体スキャンまたは領域スキャンのどちらかを用いて、外科手術後に
評価している。評価は手術直後に行われるか、または、手術後いずれかの時点で種々の間
隔で行われる。また、この評価を、患者の反応、または、本明細書に記載するデータベー
スからのメトリクス（例えば、特定のフォローアップ撮像方針が、ある程度の腫瘍サイズ
、位置、患者の年齢に対して提案される）に基づいて通知する。術後画像７２０を、領域
別および脳全域において、腫瘍、腫瘍サイズ等の組織メトリクス、局所の繊維全量を評価
するために用いる。さらに、術後病理データ７２４を取得し画像セットに位置合わせする
。
【０２４１】
　さらに、術後結果７２２を、神経障害（運動機能反応、視野範囲、認識検査結果等）等
の定量化可能なメトリクスを特定するために用いる。これらメトリクスの各々は、ソフト
ウェアシステムを用いてその一部または全体を計算し、上述したようにデータベースと比
較する。例えば、具体的な画像メトリクス（ＤＷＩ、ＡＤＣ、コントラスト取込み）を有
する脳の特定領域の特定残存腫瘍量と患者の年齢を、データベースにおいて類似のメトリ
クスに対して検索を行う、または、長期に渡る最良の結果を探す。検索とデータの表示は
、第２の使用目的である手術計画ニングで示した場合と同様に行う。患者の治療に向けた
次の臨床決定事項は、類似病状の検索と、それらの結果を現在の患者、その疾病の具体的
特徴、および患者の既往歴と比較検討する同様の処理に基づいているため、基本的には同
じプロセスである。
【０２４２】
　本発明の他に類をみない特徴は、腫瘍は本来異質であり、腫瘍の生態は治療に根本的な
影響を与えるため、ポイントを絞った病理分析を領域治療の選択肢にリンクさせるべきで
あるという認識である。特定の着目領域にリンクさせた病理データによって、第２次の局
所撮像（同一の処置において）、治療（同じ処置において）、第２次の撮像（次の処置に
おいて）、または治療（次の処置において）が指示される。特定のバイオマーカを選択し
、それに対して、特定の画像ターゲットまたは特定の治療を選択する。これらのバイオマ
ーカにおり、既存の治療または造影剤の一群からの選択が指示される。または、特定のタ
ーゲットを患者／腫瘍の組合せに対して開拓してもよい。したがって、特定の患者の治療
（外科、放射線、化学療法）に対する反応によって、撮像、病理、より大きな患者結果デ
ータベースにおいて、さらなる治療が導き出される。
【０２４３】
　要約すると、本発明の多種多様な実施形態によると、術前画像、術中画像、病理結果を
追跡することで、情報を元の診断にリンクさせることが可能なシステムが提供され、手術
室でこの情報にアクセス可能となり、病理、外科、放射線科の間で情報の一本化が図れる
。このようにして、実際の結果を、より有効な情報に基づく診断決定を支援するために将
来活用することができる。今日、統合システムはまだ存在せず、そのため、放射線科医は
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像は、いかなる方法でも統合されていない。同様に、病理検査室では、サンプルを採取し
た着目箇所や、関連するすべての画像情報の提供が可能になる。病理診断は、サンプルを
採取した背景がわかればより精度向上が図れると同時に、処理エラーに対する備えともな
る（例えば、病理の相関性に対して完全に間違った撮像をすると、誤ったサンプルや、間
違った着目領域からのサンプルを提供することになる）。
【０２４４】
　以下に述べるように、既存の解決策に関連する問題点の多くは、撮像と組織生検との間
をしっかりと繋ぐことで対処できる。領域および局所画像、サンプルの生態、限局的かつ
患者別の治療をこうしてよりしっかりと組み合わせると、既存の解決策に関連する以下の
問題点に対処できる。既存の解決策では、個々の生検サンプルの部位やサンプル採取領域
の生体内画像を追跡できない。既存の方法では、生検サンプル部位、重要な構造、または
腫瘍辺縁位置に対応する患者生体内の仮想の「粘着点」や「地理的位置」を特定できない
。既存の方法では、共通する術前と術中の生検部位をリンクできない。既存の方法では、
組織診断に用いた同じ様式を用いて組織の術中撮像が行えない（例えば、外科切除サンプ
ルを撮像したＭＲＩ　ＤＷＩシステム）。既存の方法では、着目領域が小領域の場合、術
中システムで局所サンプリングや撮像のための位置特定ができない。既存の方法では、共
通の術前および術中の画像と病理報告をリンクする情報をデータベースで検索できないた
め、病院内のすべての科に方針決定を効率的に通知できない。既存の方法では、放射線科
から部位別術中画像情報にリンクできない（これが可能になれば、共通の術前画像情報を
この情報の代表例である術中画像セット群にリンクさせることができる）。既存の方法で
は、放射線科医が部位別病理情報を画像にリンクできないため、逆に現在と将来の臨床診
断を提供できない。既存の方法では、病理学医が従前または術中画像にアクセスできず、
決定事項を効率的に通知できない。既存の解決策では、生体内・生体外の画像を共有でき
ないため、臨床科の中で病理結果を確実に追跡することができない。既存の解決策では、
抗体状態、遺伝子状態等の生検に特化した情報を用いることができず、術中画像または治
療オプションを同一の処置内で上手くリンクできない、または、別の機会にリンクさせる
ことができない。既存の解決策では、生体内・生体外を含む病理（術前、術中、術後）の
包括的データベースを構築できず、それを、術前、計画、外科手術、または治療のいずれ
かで患者に使用可能なシステムにリンクすることができない。
【０２４５】
　上述した各具体的な実施形態は例示であって、様々に改変および別のものと代替可能で
あることは言うまでもない。さらに、請求項は本明細書に開示する特定の形態に限定され
るものではなく、本発明の精神と範囲を逸脱しない、すべての改変、均等物、代替物を包
含するものである。
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